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     経 済 港 湾 委 員 会 記 録     

 
 

    １．会議の日時   令和６年２月19日（月）午前10時０分～午後２時22分 

    ２．会議の場所   第１委員会室 

    ３．会議の議事   下記のとおり 

    ４．出席委員の氏名 下記のとおり 

 

 

協議事項 

 

（港湾局） 

１．予算第35号議案  令和５年度神戸市一般会計補正予算（関係分） 

２．予算第43号議案  令和５年度神戸市空港整備事業費補正予算 

３．予算第45号議案  令和５年度神戸市港湾事業会計補正予算 

４．報   告    神戸空港サブターミナル整備基本計画（改定案） 

（経済観光局） 

１．予算第35号議案  令和５年度神戸市一般会計補正予算（関係分） 

２．予算第36号議案  令和５年度食肉センター事業費補正予算 

３．報   告    神戸市中央卸売市場本場再整備基本計画の変更（案）に係る意見募集につ 

           いて 

（文化スポーツ局） 

１．予算第35号議案  令和５年度神戸市一般会計補正予算（関係分） 

２．第83号議案    指定管理者の指定の件（神戸市立北図書館ほか） 

 

出席委員（欠は欠席委員） 

 

委員長   山本 のりかず 

副委員長  上 畠 寛 弘 

委 員   萩 原 泰 三   黒 田 武 志   諫 山 大 介   植 中 雅 子 

      五 島 大 亮   西   ただす   大井 としひろ   松本 しゅうじ 

      壬 生   潤 
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議  事 

 

   （午前10時０分開会） 

○委員長（山本のりかず） ただいまから経済港湾委員会を開会いたします。 

  本日は、２月15日の本会議で本委員会に付託されました議案の審査及び報告の聴取のため、お

集まりいただいた次第であります。 

  まず初めに、本日の協議事項については追加協議事項を委員の皆様にお配りしておりますので、

念のため申し上げておきます。 

  なお、令和６年予算及び関連議案に関わる事項につきましては、２月26日より予算特別委員会

審査が予定されておりますので、質疑に際しましては、その旨をお含みいただき、効率的な委員

会運営に御協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

  次に、写真撮影についてお諮りいたします。 

  自由民主党さん、日本維新の会さんから、本委員会の模様を写真撮影したい旨の申出がありま

すので、許可したいと存じますが、御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○委員長（山本のりかず） 御異議がありませんので、許可することに決定いたしました。 

 

（港湾局） 

○委員長（山本のりかず） これより港湾局関係の審査を行います。 

  それでは、議案３件及び報告事項１件について一括して当局の説明及び報告を求めます。 

○長谷川港湾局長 おはようございます。 

  それでは着座にて、議案３件、報告１件、以上４件につきまして一括して御説明を申し上げま

す。 

  このたびの補正予算議案につきましては、国の総合経済対策に基づく補正予算の成立等に伴い、

国の財政措置が見込まれるもの及び給与改定等による人件費につきまして補正しようとするもの

でございます。 

  なお、説明に際しましては、100万円未満の数字は省略させていただきます。 

  経済港湾委員会資料の３ページを御覧ください。 

  予算第35号議案令和５年度神戸市一般会計補正予算のうち、港湾局関係分につきまして御説明

申し上げます。 

  補正予算額は１歳入歳出補正予算の最下段に掲げておりますとおり、歳入を１億円、歳出を１

億4,000万円増額しようとするものでございます。 

  ２歳入予算でございます。 

  第18款国庫支出金を4,500万円、第25款市債を5,500万円それぞれ増額しようとするものでござ

います。 

  ４ページを御覧ください。 

  ３歳出予算でございます。 

  第９款土木費、第７項海岸保全費のうち第２目事業費を１億4,000万円増額しようとするもの

でございます。 

  ４繰越明許費でございます。 
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  海岸保全費、海岸保全施設整備８億6,800万円、港湾防災費、神戸港高潮対策緊急事業31億2,0

00万円にそれぞれ工程調整のため増額の上、翌年度に繰り越そうとするものでございます。 

  ５ページを御覧ください。 

  予算第43号議案令和５年度神戸市空港整備事業費補正予算につきまして御説明申し上げます。 

  ６ページを御覧ください。 

  第１条繰越明許費でございます。 

  空港整備事業費、神戸空港機能強化65億1,000万円を工程調整のため翌年度に繰り越そうとす

るものでございます。 

  第２条債務負担行為の補正では、神戸空港新ターミナル整備につきまして、令和５年度から令

和６年度を期間として限度額60億円を設定しようとするものでございます。 

  なお、７ページには債務負担行為に関する調書を掲載しておりますので、御参照ください。 

  ８ページを御覧ください。 

  予算第45号議案令和５年度神戸市港湾事業会計補正予算につきまして御説明申し上げます。 

  第３条では、収益的支出として、給与改定等に伴い港湾関連事業費を4,000万円、港湾施設運

営事業費を4,000万円それぞれ増額しようとするものでございます。 

  第４条では、資本的収入及び支出として、資本的収入では建設改良費に充当するため企業債を

12億8,500万円、他会計繰入金を２億1,400万円、国庫支出金を12億1,000万円それぞれ増額し、

資本的支出では建設改良費を27億900万円増額しようとするものでございます。 

  第６条企業債では、限度額を121億7,000万円に変更しようとするものでございます。 

  10ページを御覧ください。 

  第１表建設改良事業概要補正では、港湾建設費を40億400万円に、港湾環境整備費を33億8,300

万円に、港湾直轄事業費負担金を53億7,500万円に、関連建設改良費を６億8,400万円にそれぞれ

増額しようとするものでございます。 

  なお、11ページから22ページには令和５年度神戸市港湾事業会計補正予算実施計画、令和５年

度神戸市港湾事業会計予定キャッシュ・フロー計算書、令和５年度神戸市港湾事業会計予定貸借

対照表、給与費明細書を掲げておりますので、御参照ください。 

  続きまして、神戸空港サブターミナル整備基本計画（改定案）につきまして御説明申し上げま

す。 

  追加資料の１ページを御覧ください。 

  令和５年２月に策定いたしました神戸空港サブターミナル整備基本計画につきまして、基本方

針の変更ではなく、より一層の利便性向上や今後の航空需要の拡大に柔軟に対応するため、改定

しようとするものでございます。 

  変更点といたしましては、計画地を既存ターミナル、ポートライナー神戸空港駅に近い位置に

変更いたしますとともに、将来的なポートライナー神戸空港駅との歩行者デッキによる接続や航

空需要の拡大に柔軟に対応するため平面計画等を変更し、これに伴い、延べ床面積を約１万8,70

0平方メートルに、事業費を約150億円に変更いたします。 

  なお、空港機能強化に伴う全体事業費につきましては、変更はございません。 

  ２ページには、参考といたしまして、改定案を踏まえた将来的な拡張イメージ、機能拡張に要

する事業費と財源等の考え方を、別紙１には神戸空港サブターミナル整備基本計画（改定案）を、

別紙２には市民意見募集手続の結果をそれぞれ掲げておりますので、御参照ください。 
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  以上で当局の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げま

す。 

○委員長（山本のりかず） 当局の説明及び報告は終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  初めに、予算第35号議案令和５年度神戸市一般会計補正予算のうち港湾局の関係分に関して御

質疑はございませんか。 

  （なし） 

○委員長（山本のりかず） 次に、予算第43号議案令和５年度神戸市空港整備事業費補正予算及び

報告事項、神戸空港サブターミナル整備基本計画（改定案）につきましては、いずれも神戸空港

の整備事業等に関する案件であることから、一括して質疑を行いたいと存じます。 

  それでは、予算第43号議案令和５年度神戸市空港整備事業費補正予算及び報告事項、神戸空港

サブターミナル整備基本計画（改定案）に関して御質疑はございませんか。 

○委員（五島大亮） お疲れさまです。 

  空港の整備計画なんですけれども、昨年当初の案が示されまして、たしか５月の常任委員会だ

ったと思うんですけども、なかなか最初はどうなんこれという話がいろいろありまして、置き止

めやったりいろんなことがありまして、その常任委員会で今後の整備の計画が進展していく中で

市民がストーリー性を持って神戸空港の将来を描いて示してもらっているんだなというふうなも

のにしてくれというふうに指摘をさせていただきました。 

  今回この改定案につきましては、将来イメージも示されておって、本計画の改定は決算市会で

我が会派の大野議員から提案させていただいた歩行者デッキの接続なども見据えたものとなって

おりまして、まずはこの限られた時間の中で非常によい方向に計画を転換していただいたなとい

うことで高く評価をさせていただきます。 

  まずちょっとお聞きしたいのが、将来の航空需要の拡大を見据えて拡張性を持たせる構造とす

るということなんですけれども、まずなぜこのタイミングでその改定が必要だったのかというこ

とを教えていただければと思います。 

○長谷川港湾局長 まず今回のターミナル計画につきましては、様々な利用者の方々の目線を第一

に考えまして、まずは利便性を向上させるということを第一に考えて、位置を変更させていただ

いてございます。 

  また、将来的な展望も見据え、これは関西エアポートであったりエアライン含めて様々な方々

と意見交換をしながら、こういう形で進めさせていただいておるわけでございますけれども、や

はり議会からも先ほどデッキのお話も出てまいりましたけれども、やはりデッキでの接続性とか

そういったものも含めて柔軟に対応するために改定をしようとするものでございます。 

  現在、この手続を進めております一番の理由は、やはり今現在建設工事、これが非常に建設費

の高騰であったり人手不足という問題が生じております。ですから先行き、実は建設スケジュー

ルがかなり不透明であること、それと現時点で拡張性をきちっと持たせることで将来的にターミ

ナルを運用しながら改築できることなどを十分に考慮した上で、今の段階から先行的に必要な投

資をさせていただきたいと考えているところでございます。 

  以上です。 

○委員（五島大亮） この中で、資料の２ページに当初の計画と概算整備費ということで数字が結

構入れ替わっておりまして、ターミナルの事業費自体が90億円から150億円に変更されておりま
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す。今の内容がその説明に当たるのかなと思いますけれども、ちょっとその理由を改めてお聞き

したい。 

  それから、この150億に関しては将来的な拡張費用というのは、これは当然まだ含まれていな

いのかなということでいいのかということを確認させていただきます。 

○長谷川港湾局長 まず今回先行的に投資をさせていただく理由の１つが、先ほど申し上げました

とおり、やはり２階部分にデッキを接続するなど柔軟に対応させていただきたいというのが第１

でございます。 

  それと将来の航空需要を見据える中で必要な面積を確保するということもございまして、実は

それには一定の２階部分も含めて増床する必要があると考えました。そういう趣旨を含めて、増

床するためには１階部分の基礎構造から、例えば柱の構造から含めてきちっと今の間に補強、増

強しておかないと２階部分の運用ができないと―― ２階部分の増床ができないということでござ

いますので、そういった点を含めまして今回60億円というお金をここで変更させていただいてい

るという趣旨でございます。 

○委員（五島大亮） 分かりました。 

  逆に、エプロン拡張等の予算に関しては143億円から100億円にこれはかなりの減額が見られる

わけで、スポット数ですね、これなどは当初計画から変わっていないこと、それから今建築費の

高騰がある中でこれだけの減額ということで、何か工夫したのかなと思われるんですけども、一

応安全性が担保されているのかということを確認させていただきたいと思います。 

○長谷川港湾局長 まずスポットでございますけれども、これは昨年も当初きちっと議会において

お示しさせていただいておりますとおり、今現在駐機のスポット数は10スポットでございます。

これにつきましては、21スポットまで拡張させていただきたいということで議会でも御議論させ

ていただきました。これについては、この事業費の中で確保させていただくということで、スポ

ットに変更はございません。 

  また、空港基本施設の中でコスト縮減を様々やってまいりました。その中で１つ一番大きいの

は、やはり造成工事費でございます。 

  造成というのは、我々様々な工夫をするんですけれども、やはり１つは基礎構造体の現場にお

ける見直しですね。これは一定のいわゆる埋立てをしてから時間もたっておりますので、そこそ

こ強度増加しているところもございます。そういった点を含めて基礎構造体をうまく見直すこと

ができたということが１つでございます。 

  それと、やはり空港基本施設が今設計の基準も変わっておりまして、現在経済的な設計ができ

る、現場に合わせた性能設計ができるようになってございます。この性能設計というのは、やは

り今後飛んでまいります飛行機の状況などトータル勘案しながら設計することになってございま

して、こういう設計の考え方を全て網羅した上で今回コスト縮減をさせていただいているという

ものでございます。 

○委員（五島大亮） うれしいですね。機能は強化されて建築費はならしてうまいこと予算組みが

できたというような感覚ですので、ありがたいと思います。 

  今建築費の高騰ということで、これはＢｔｏＢの詳しい人でなくても一般の人でも建築費の高

騰というのは分かっておりますので、将来を見据えた構造の変化と併せて、先にいわゆる構造に

投資しておくというような考え方についても我々非常に賛意というか、同意というか、評価をさ

せていただくものです。 
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  また、デッキであるとか、将来ボーディングブリッジもという話があると思うんですけど、そ

れに合わせて２階建ての構造に先に対応できるようにしておくということですから、非常にうれ

しい計画だということを表明をさせていただきたいと思います。 

  そのボーディングブリッジなんですけど、置き止めはないやろうという話をしておったんです

が、国際空港としてボーディングブリッジで乗れるということは絶対条件だと我々思っておりま

したので、今回の計画改定によって将来的には必ず整備されるということで考えておいてよろし

いでしょうか。 

○長谷川港湾局長 ボーディングブリッジについては将来的には考えていくということになります。

ただ、今ここでトータル的に空港機能の強化に要する事業費というのが280億で今お示しさせて

いただいてございますけれども、実はこの中にはそれは含んでございません。ですから、将来的

な例えばターミナルとのボーディングブリッジの接続を含めて、それはこれからまだ2025年のま

ずはチャーター便の誘致から始まって、その後2030年頃の国際定期便というものに向かってまだ

少し時間のある中で、そういった計画についても確実に議会の中でお示しをさせていただきたい

と存じます。 

○委員（五島大亮） ありがとうございます。 

  ボーディングブリッジは将来また別途予算を取らなければいけないということで、それは仕方

ないというか、必要な予算だというふうに我々考えております。いつ頃までに、ボーディングブ

リッジだけでなくて将来イメージを全体が国際定期便の就航を見据えた計画となるという形で考

えさせていただいたらよろしいでしょうか―― ’30年。 

○長谷川港湾局長 私どもは、まずは2025年の春に向けて国際チャーター便が確実に誘致ができる

というところを目指していきたいと考えてございます。それから、やはり継続をしながら併せて

国際定期便の就航に向けて、やはり私どももエアライン含めてきちっと交渉してまいります。そ

の交渉過程と併せながら、こういった計画についても御議論させていただきたいと思います。 

  ですから、今詳細になかなか時期を申し上げること難しいんですけれども、やはり目標として

は2030年の定期便というのが目標になってございますので、それまでの間にはきっちりとお示し

をさせていただきたいと存じます。 

○委員（五島大亮） どちらにしても、やっぱり ’25年のチャーターまでにいろんなことをやらな

ければいけないということで、いろんな要素が絡み合う中で計画して建築してというのをやって

いかないといけないと思います。また、安全性も確保していかないといけないということで、大

変な中でやっていただくということなんですけれども、やっぱり我々市民サイドとしては、国際

便をボーディングブリッジで乗っていきたいという強い意志がございますから、2030年目指して

計画の段階から速やかにいろいろな尽力をされていただきますよう、これは要望にさせていただ

きたいと思います。 

  この全体像の中で空港の北側―― 駐車場、新ターミナルの北側ににぎわい空間の創出という文

字が資料の２ページの上部分に見られるんですけれども、これも我々非常に楽しみにしているこ

とでございます。どのようなものを今お考えになられているのか、まずお聞きしたいと思います。 

○長谷川港湾局長 まずは空港の機能強化と併せまして、空港島全体の将来の在り方について我々

今内部で議論をしておりまして、いろいろなプランニングを考えていくべきだと思ってございま

す。 

  まずは中心となるエリア、これはやはり海上アクセスの基地もございますし、周辺というのは
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非常に空港の機能と近い場所でございまして、非常にこれから付加価値の上がるエリアでござい

ます。ですから、やっぱり施設としましては空港機能とうまく連動できるような施設、こういっ

たものが配置できないかということを考えてございます。 

  その上で、１つはやはり神戸のブランド価値をうまくアピールできるような施設がないか、ま

た新たな技術、こういったものをここで体験できるような施設ができないか。例えばこれは最近

技術革新の中で、ドローンであったり例えば空飛ぶクルマであったり様々な技術開発が行われて

います。ですから、空港と連動する形でそういった新しい最新技術を用いるモビリティーですね、

こういったものがここで導入できないか、そういったことも含めて考えたいと今現在は思ってい

るところでございます。 

○委員（五島大亮） ありがとうございます。 

  今後プライベートジェットの基地も整備しようという中で、やっぱりプライベートジェットに

乗ってきた方がどういうルートでいろんなところに神戸空港から足を延ばしていただけるのかと

いうことを考えた場合に、やっぱり空飛ぶクルマであったり、もともとヘリコプターのターミナ

ルでいいとは思っておるんですけれども、やっぱりそういうラグジュアリー層向けの取組という

のは間違いなく必要になってくると思いますので、そのあたりも今おっしゃっていただいたわけ

ですけれども、ぜひ期待をさせていただきたいところであります。 

  また、航空需要の拡大、にぎわい空間を整備することになったら、間違いなく今でもちょっと

足りない駐車場、これが拡大が必要になってくると思われます。今回新たに整備する駐車場では

足りないのではないかなというふうに感じておりまして、土地の有効活用のためにも立体駐車場

なんかも検討してはいかがかなというふうに考えますが、いかがでしょうか。 

○長谷川港湾局長 今回お示ししている駐車場というのが現行のターミナルの東側にございます。

これは当面2025年のチャーター便の誘致に向けて少し不足するであろうという駐車エリアをここ

で設けることになっているというのが現状でございます。 

  将来的には、やはりこの土地というのは非常に高価なものでございますので、やはり高度利用

するというのが重要だと私も考えてございます。これをどういった形でどういうスキームで立体

駐車場を整備していけばいいのかというのは様々な議論があるところでございまして、そういう

議論をしながら立体駐車場の在り方についても今後検討してまいりたいと考えてございます。 

○委員（五島大亮） ありがとうございます。 

  空き地はあるとはいえ、なかなか狭い土地になると思っていますので、打って替えをしながら

のターミナル、駐車場、デッキ等の整備、これをやっていかなければいけないのかなというふう

に思っておりますが、まさに去年我々から言わせていただいたストーリー性のある将来が描かれ

た絵になると思いますので、将来この完成図面はいいものができるなというふうになっておりま

すから、市民もその間は我慢を強いられるんですけれども、将来ある我慢という形ですね、これ

は非常にありがたい我慢だなというふうに思うと思いますので、中でもやっぱり利便性を確保し

つつ迅速な計画と工事を進めていただいて立派な神戸空港にしていただければなと思いますので、

引き続きよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（山本のりかず） ほかに質疑ある方。 

○委員（植中雅子） 海に浮かび、森を感じるというようなテーマなんですけど、最初に森のよう

な緑を豊かにする公園をという話だったんですけど、それがなくなった中で、森を感じるという
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のはどのような仕組みを考えておられますか。 

○長谷川港湾局長 それは先ほど申し上げましたとおり、やはり森を感じるようなコンセプトとい

うのは基本的に私変更するつもりはございません。ですから、このターミナルの周辺にはまだそ

こそこの空間ですね―― これは道路との空間も含めてなんですけど、かなりの空間がございます。

この空間というのは通常の公園レベルぐらいの空間がございますので、まずはこの空間を確実に

緑できちっと整備をして、緑地を感じながらターミナルの周辺を散策できるように、そういった

プランを持って今現在ランドスケープというものについて対応していければというふうに考えて

おるところでございます。 

○委員（植中雅子） ありがとうございます。 

  それからもう１つ、別紙２の13ページに市民意見募集の結果が載ってるんですけれども、これ

今載ってるのは意見が21通で84件あったと記載されているんですが、すごくみんな肯定的という

か、前向きの御意見をいただいているんですけれども、反対の意見というのはあったんでしょう

か。 

○長谷川港湾局長 反対の意見と言うべきかどうかは難しいんですけれども、やはり今の現行のタ

ーミナルが神戸空港にあまりふさわしい―― 神戸の玄関口としてあまりふさわしいと思わないと

いうような意見もございました。ですから、今回新たにつくるターミナルについては、やはり神

戸の玄関口としてふさわしい、やはり神戸のブランド価値を上げるものにするべきだという意見

がございました。 

  ですから、我々としては、やはりしっかりとそういう意見に応えられるように、先ほど申しま

したように周辺のランドスケープであったりターミナルの中の緑地空間であったり、ターミナル

の中にも緑をうまく配置できるような今プランをつくっておりますので、こういうことで神戸の

ブランド価値として海外含めてＰＲできるような新たなターミナルになるように頑張っていきた

いと考えています。 

○委員（植中雅子） ありがとうございます。 

  もう１つ一番最後のところなんですが、先ほど五島委員がおっしゃったんですけど、この機能

拡張に要する事業費は総額は変わってない、変わってないんだけど、エプロン拡張整備では100

億円と物すごく43億円も減になって、もう１つは附帯工事も50億円から33億円になっていると。 

  今五島委員の回答の中で造成工事費の見直しでこうなったということなんですけども、これち

ょっと私もこんなに安くなるような見直しができるかというのがちょっと分からないんですけど、

ざっとした内容ってどんなですか。 

○長谷川港湾局長 先ほど造成工事及び基礎と申し上げました。 

  これもう少し詳細に申しますと、もともと神戸空港というのは防災拠点でもございます。です

から、最新の実は耐震対策を現場で実施していく必要があります。 

  今回性能設計ということで、国も柔軟に現場の状況に応じて設計できるようになってございま

すけれども、現在エプロン10スポットについては、これはやはり神戸として国が知見を出す以前

の段階から、これは阪神・淡路大震災の教訓を得て、かなり高度な地盤改良とそれに伴う耐震対

策をやってまいりました。 

  今回エプロンを拡張するに当たりまして、そのときに得た技術を新たに汎用、拡張させるとい

う意味合いで、いろいろな解析をやりました。その解析の中で、ある程度地盤が落ち着いている

状況になっているので、当初やったような耐震対策がそこまで必要ないという結果が出てまいり
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ました。これは現在の10スポットプラス、今回は５スポットプラスするんですけれども、５スポ

ット全てにこれまでやっているような地盤改良―― これは耐震対策ですけれども、それを施すこ

となく耐震機能を有するという結果が出てまいりましたので、最小限に実は地盤改良する範囲を

抑えたということでございます。 

  ですから、当初想定していたものよりも、例えば３割ぐらいにまで落としているとかそういう

ことでコスト縮減をさせていただいているということでございます。 

○委員（植中雅子） ありがとうございます。よく分かりました。 

  以上です。 

○委員長（山本のりかず） ほかに御質疑ある方いらっしゃいますでしょうか。 

○委員（西 ただす） では質問させていただきます。 

  私も急に何か計画変わってびっくりしたんですけどね、そんな増やしたり減らしたりできるの

かなというのはすごく不思議だったんですね。 

  今聞いててちょっと不安に私なっちゃったんですけど―― エプロン部分か―― 引き下げるため

に当初はやろうとしてた工事じゃなくて大丈夫だろうということでの耐震化ということをやられ

たということなんですけど、もともとはそれだったら今回減らすと、ここの全体の事業費は変え

ずにどっか減らさんとあかんないうことで、それがなかったら当初のもともとの10スポットと同

じような工事をしようとしてたんですかね、いかがですか。 

○長谷川港湾局長 当初の事業費の想定は、やはりエプロン全体に地盤改良をしていくという想定

をしてございました。それは当初の事業費の想定でございますので、現場の状況の調査をきちっ

とする前の段階でございます。 

  今回事業費をコスト縮減ができたというのは、現場の状況をきちっと詳細に調査をし、またそ

の現場の状況に合わせて今最新の知見を有するメンバーで解析をやりました。この解析の結果を

見て、ここは地盤改良をせずとも十分に機能を有するという判断ができましたので、一部分を地

盤改良をせずに、機能としては有するけれども地盤改良しないエリアができたということでござ

います。 

  ですから、当初からそれを分かっていたのではないかということではなく、解析をやって改め

てそれを理解した上で現場の施工をしているということでございます。 

○委員（西 ただす） 解析をその後でしたということなんですけど、大きな建物を造るというの

に当たっては、いろいろもともと調査しておくべきだなというのが１つ思うことと、一方で市民

感情からいったら南海トラフの問題とかいろんなことがあって、実際により強固でやってもらっ

たほうがいいというふうに普通は建物に関して思うところで、やっぱり平行線になると思います

けど、やっぱりそこで―― 費用をどこで減らすのかというところでここに手をつけたんだなとい

うのは分かりました。 

  それで増えるところの話なんですけど、ここで見てると新ターミナルの費用というのは、ここ

に書いてあるのだと借入金により整備、空港施設利用料や民間事業者からの賃料等により返還と

なってますけども、これは増える分どうなるのかなと。以前に比べて借入金が幾らになって、施

設利用料が幾らで、民間事業者からの賃料は幾らというような形で計算されてるんでしょうかと

いうことなんです。民間事業者から多めに取ってとか、賃料を増やしてというようなそんなこと

できるんかなと。どういうふうに思っていらっしゃるんでしょう。 

○河原港湾局局長 今後150億円になりまして、財源どうするのかというお話だと思います。 
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  150億円につきましては、当初の予定どおり港湾事業会計からの借入金で賄ってまいりたいと、

またその償還につきましては、当初からお示しさせていただいておりますように、民間事業者か

らの賃料であったり旅客施設の使用料で回収していくというこの方針については変わりございま

せん。 

○委員（西 ただす） ちょっとごめんなさい。僕分かってなかったのかもしれんけど、まずは借

入金で全部充当してという考え方なんですか、確認です。 

○河原港湾局局長 そのとおりでございます。 

○委員（西 ただす） だから何というんですかね、１つは借入金というのを非常に都合よく考え

ているなということと、当然それを返す上での施設利用料とか賃料とかにその分跳ね返っていく

のではないかと思うんですけど、そこについて具体的にいかがなんですか。 

○河原港湾局局長 今後の賃料でありましたり施設使用料というものにつきましては、今後詳細の

工事費等が確定した後に検討してまいりたいとそのように考えております。 

○委員（西 ただす） 結局今回総額変わってないという言い方をされてるんですけど、今の言い

方であれば、上振れも含めてあるいは変化もあるのかなというような印象が持たれるような言い

方だったと思いますし、やっぱり詳細をどういうふうに返していくかという計画がない中で進ん

でいるというのは、非常に神戸空港でこれまで問題になってきた点だと思うんですね。それがや

っぱり続いているというのは非常に危惧するところだと思います。 

  次の質問に移るんですけども、資料を見ていると、なぜサブターミナルを整備するのかという

ところで国際チャーター便需要にという文章がありますが、例えばこれなんか今のところうまく

いっていない。やっぱり需要があるから整備するというのが順番じゃないのかなというふうに思

うんですよね。700万人という利用者のこともここで何回か質問しました。でも、それも具体的

にじゃあそれの需要が生まれてきて整備する、生まれるようなことが具体的にもっと明らかにな

ってから整備するというふうに本来思うんですけど、そうなってないというふうに思うんですけ

ど、そこはいかがなんでしょう。 

○長谷川港湾局長 私ども３空港懇談会があって、それから急ピッチでいろいろと事業調整を進め

ている状況でございます。 

  当然エアラインであったり特にチャーター便を誘致しようとすると、やはりインバウンドだけ

ではなくてアウトバウンドを含めて様々な調整が必要になります。その中で我々といたしまして

も確実にまずは需要確保をし、国際チャーター便の誘致ですね、2025年の春には確実に国際チャ

ーター便の誘致を成功させたいと考えてございます。それにはやはり一定のチャーター便を受け

入れるべく、例えばＣＩＱですね、税関も含むこういった施設をきちっと整備をしないと受入れ

ができません。それは、やはりエアラインの交渉の中で、施設もないのにエアラインに対して交

渉するということは不可能です。ですから、いろいろな関係者と交渉する中でもこの施設は必要

でございます。 

  以上です。 

○委員（西 ただす） 結局のところ、そんなことを言うといろんなもの準備せえへんかったら来

えへんやんいうところで、それがどんどん拡張していってるんじゃないかなというふうに思うん

ですね。 

  今回の計画自身は、サブターミナルのなぜ整備するかというところへ書かれてるのは、１つは

やっぱり今も議論になってる万博だと思うんですよね。昨年の暮れに世論調査しましたところ、
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やっぱり万博の入場チケット購入したいですかと尋ねたところ、購入したいと思わないという人

が79％という、一方で購入したいと思う人が10％というようなのが出て、万博に対しての態度、

当然私は反対ですけど、それとは別に来ないんじゃないかというような危惧があると思うんです

が、そこについてはどう思っているのか。 

  あと、以前質問したんですけど、万博に伴って関空というのは1.3倍の総旅客数の3,733万人と

出てたんですけど、以前神戸空港はどうなるんかと聞いたら、発着枠は1.5倍になるという話に

なっていたんだけど、総旅客数についてはお答えになってないんですけど、そこは考えていらっ

しゃらないんですか、いかがですか。 

○長谷川港湾局長 まず万博の件でございますけれども、やはり万博については、これは国として

今きちっと2025年に確実に開催するということで動いておられるものでございますので、やはり

それはそういう方向性で動くべきだと考えてございます。 

  それと関空を含めて万博の時期の旅客数でございますけれども、まずは神戸空港については今

80回の枠がございますけれども、これが120回まで拡張します―― 1.5倍まで拡張します。ですか

ら、今確実に旅客数というのは増えていってございます。 

  昨日も報道もされましたが、やはり2023年は過去最高の340万人を超える旅客数を誇ってござ

います。年間でいきますと、前年度から比べても２～３％ぐらいの増でございます。ですから神

戸空港を利用いただける旅客の方々というのは確実に増えてございます。 

  やはりエアラインのほうからも、今これだけ旅客が増えている中で、とにかく今の80回をでき

るだけ早い段階で拡張してほしいという意見もございます。ただ、これはやはり３空港懇談会の

問題がございまして、2025年からということになりますけれども、やはり1.5倍ぐらいの120回―

― 便数でいきますと60便でございますけど、これに向けて私どもは頑張ってまいりたいと。こ

れは、やはりエアラインのきちっとした希望にも応えるということもございますので、何が何で

も頑張っていきたいと。それによりまして確実に今国内がおおむね500万人という想定をしてご

ざいますけれども、それに近づけるように頑張ってまいりたいと考えてございます。 

○委員（西 ただす） 今明らかになったのは国が頑張ってもらう、それは国の責任でということ

だったんですけど、やっぱりそれで当然国もお金出しますよ、でもこの前決議も上がって、あら

ゆる財源でみたいなことも出てきて、それによってやっぱり負担が増えるのは市民だということ

ですよね。やっぱり国が音頭を取ってもみんな不安に思ってるから今の状況だというふうに思う

んです。 

  あとは、やっぱり旅客数に関してはお答えにならなかって、500万人に近づけるということで

はあるんだと思うんですけど、やっぱりこれだけ万博を前に出してながら、関空では具体的に出

てるのにここでは出てないというのは、やっぱりおかしいと思います。 

  一番初めにほかの委員の方にも答弁されましたけども、今ちょっと急がんとあかんのやと、拡

張はこのタイミングでと、建設費の高騰や人手不足があって先が不透明やというふうに言われた

んですけど、そういう中でなぜこれを急ぐのかなというふうに思うんですよね。 

  やっぱり万博でも出てきてるのは、被災地のことを考えたらどうなるの、やっぱり今一番大事

なのは命や安全じゃないかという声が出てて、その声というのは神戸でもあるわけですよね。そ

れについてはいかがお考えでしょうか。 

○長谷川港湾局長 当然命、安全というのは最重要だと思ってございます。特に2025年の１月には

阪神・淡路大震災から30年の節目も迎えます。そういう意味で、やはり阪神・淡路大震災を経験
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した私どもにとって、安全、命を守るということは当然のことながら最重要だと考えてございま

す。 

  それは最重要でありますけれども、その後、やはり阪神・淡路大震災のときもそうですけれど

も、どういう形で神戸が復興していくのかというのが議論になりました。そのときに出てきたの

が医療産業都市の構想であったり神戸空港の建設です。これは阪神・淡路大震災からの復活を象

徴するプロジェクトということで、ミレニアム事業ということで神戸空港も着手をしたと記憶し

てございます。 

  ですから、やはりこの神戸空港というのは阪神・淡路大震災から30年の節目を迎えますけれど

も、この年に神戸空港がより発展をして、神戸のまちの成長あるいは発展に寄与するものである

ということをきちっとアピールをしながら神戸経済の活性化に私どもも大きく貢献していくべき

だと考えています。 

  以上です。 

○委員（西 ただす） まとめますけど、やっぱり実際に資材の高騰、そして人が足りないという

問題が起こってるんですね。先日聞いて印象的やったんが、六甲アイランドに今度ね、３月１日

から商業棟が大分オープンするいう話だったんですけど、その説明聞いてたときにちょうど一部

施設が開けられないという話になってて、そのときの理由が万博もあって資材が足りんからなと

いう話も出てきたんですね。私この話聞いて、神戸の中でも影響出てるやないかというふうに思

ったんですけど、同時にやっぱり神戸空港にしても万博もそうですけど、大きな事業をやったら

やっぱり被災地に対しても影響が出る。三宮の開発もそれは一緒ですよ。 

  やっぱりそういう点でいったら、今ここを一生懸命先にやって、先が不透明だからというよう

な言われ方すれば、より心配を感じてしまうし、そこが見えてるのに突き進もうとしてるのは非

常に問題があるんじゃないかなというふうに思います。 

  終わります。 

○委員長（山本のりかず） ほかに御質疑ある方いらっしゃいますでしょうか。 

  （なし） 

○委員長（山本のりかず） ないようでしたら、次に予算第45号議案令和５年度神戸市港湾事業会

計補正予算について御質疑はございませんか。 

○委員（西 ただす） すみません、続きまして。 

  今回本会議でも質問しましたけど、ここの新港のところでのＰＰＰの問題について聞きたいん

ですけどね、この整備というのは国が進めるみなと緑地のＰＰＰというのに基づいてるわけです

けれども、私たち緑地を整備すること自体に反対してるわけではないんですけど、やっぱり思う

んですよね、なぜ神戸市が自分で行わないのか、まずそれについてお聞きしたいと思います。 

○長谷川港湾局長 私どもは、やはりこのアリーナの周辺の緑地については、まずは一定の整備は

イニシャルについて私どもはまず整備をさせていただきます。その上で、やはり高質な緑地空間

を長期にわたって維持管理し、また一定の改良もしていくと、こういった事業は非常に有効でご

ざいまして、我々が管理するグレード以上のものが現場でなされます。それによって多くの方々

―― これはやはりウオーターフロントエリアというのは、やはり世界に誇れるエリアでございま

して、世界から人を引きつけるための魅力的なエリアにならなければなりません。ですから、そ

ういう神戸のブランド価値に沿った運営ができるように私ども考えて、このＰＰＰ事業を進めた

いと思ってございます。 
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○委員（西 ただす） 初め高質という意味がよう分からんかったんで、ちょっとヒアリングで聞

いたら、樹木とかの整備も神戸市がやるよりもちゃんとやってくれるみたいな話だったと思うん

ですよね。 

  ここが何というんですかね、非常に見晴らしもいいとこで、たくさんの人も集まるというとこ

は、それ自体はいいとこなんで、別にそれはね、私はそれは神戸市がそこに投資してちゃんとや

ってたくさんの人が来てくれたらいいというのはあまり変わらないなと思うんです。 

  今回は国費も出るということだと思うんですね。ポイントで、今回岸田政権が率先して進めて

いるやり方だとも思うんですね。非常に民間に配慮した制度になってるなというふうに感じまし

た。少し勉強したら、もともとＰＦＩ法では公園内での収益施設というのは２％しか認められな

かったと。ところがＰａｒｋ－ＰＦＩが出てきて、都市公園法の改正に基づいてされて、収益を

園路や広場等の公園施設の整備に還元することを条件にすれば収益施設の建蔽率が２％だったの

が12％まで広がったわけです。期間も20年と長くなりました。 

  今回港湾法に基づいて、みなと緑地のＰＰＰは建蔽率は規制すらなくなるいうふうに聞いてる

んです。ここの確認と、あとここ、どうも何か用途地域ということで枠が決まってるんだという

話を聞いたので、それについてなるとどうなるのかということと、あと期間がもう１回確認でい

つまでか、お伺いしたいと思います。 

○長谷川港湾局長 今の御指摘でございますけれども、Ｐａｒｋ－ＰＦＩはそのとおりでございま

して、今回は上限が12％ということでございますし、今回の港湾のみなとのＰＰＰは収益施設の

建蔽率については規制はございません。ですから、これは事業者から提案をいただいて、それを

神戸市が承認する、またこれには国の同意も必要になってまいります。ですから、先ほど申し上

げましたとおり、これについては規制はございません。 

  それと事業期間でございますけれども、Ｐａｒｋ－ＰＦＩが20年以内ということでございます。

今回の港湾のＰＰＰにつきましては30年以内ということでございますので、やはりＰａｒｋ－Ｐ

ＦＩに比べて民間企業は投資しやすい環境になっているというものでございます。 

○委員（西 ただす） この間の流れを見てると、２％だったものが12％になって、ほんで今上限

がないという説明が収益施設についてはされたわけですね。それを国が肝入りで進めて神戸市が

その第１号になろうとしているわけです。 

  ちょっと経過で言うと、本会議でも指摘しましたけど、アリーナ部分の土地を市が24億6,000

万円で国から買って、１平米で700円と非常に安い金額でアリーナ事業者に貸し付けて、もとも

と緑地がなかったところに８億9,000万円かけて緑地を準備して、緑が高質になるということを

言われてるんですけど、それを民間事業者が好きに使えると、少なくとも事業者の横通ってしか

行けへんというところもありますからね。そういうのも含めてやっぱり問題だと思うんです。や

っぱりそこは民間に対して支援するという制度になってしまってる。 

  本会議では、にぎわい施設は900というふうに言われたんですけど、これよく分からないんで

すけど、今の話でいうと、理論的にいうと緑地は１万4,000というふうに言われてるんですけど、

理論的にはそれを全部にぎわい施設にできるということもあるんでしょうか、いかがですか。 

○長谷川港湾局長 理論的にはどうかと言われると、それは基本的にこれは港湾の緑地でございま

すので、人がきちっと緑地で楽しむことができて、そこに憩う空間というのは当然必要になって

まいります。 

  今回にぎわい施設の中で収益施設900平米と申しましたけれども、先ほど事業者の横を通って
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しかこの公園緑地に入れないという御指摘ございましたけれども、これはそうではなくて、事業

者がＰＰＰの制度を使うエリア、これも含めて全てこの緑地については一般の市民の方であった

り観光客の方は全て使えるものです。 

  先ほど900平米のにぎわい施設という話ございましたけれども、これはその中に例えば飲食ス

ペースであったりトイレであったり飲食スペースに伴う例えばホール部分であったり、ここはや

はり夏場の暑い時間はここで休憩もできますし、こういった施設がきちっと整っているわけでご

ざいます。それと併せてイベントができる空間もあるということでございまして、これは何も常

時ここを閉鎖してこの事業者が使うというものではございません。 

  ですから、普通のこれは公園と同じで、やはりイベントがあれば一定の期間、一定の区域を例

えば有料で使うことは当然ございます。それは例えばメリケンパークでもコンサートをするとき

に一定のエリアを料金を取ってということございますので、そういった利用の仕方というのは、

これまでの港湾が持つ施設の中での考え方と大きく相違するものではございません。 

○委員（西 ただす） 理論的にというとこでいうと、それ自体は否定できないということですよ

ね。 

  さっき横通ってと言ったんはね、例えば突堤の基部に別に緑つくったら、そこ緑見たい人だけ

行ったらいいじゃないかという話だと僕は思うんですよね。だからそういう開発せえって別に言

うてるわけではないんですけど、やっぱり結局その奥まったとこへ行くわけですから、こことの

民間の事業者の関係で、そのために準備してるんじゃないかというところにやっぱり感じられる

ということで言いました。 

  先ほどイベントの話もあったんですけど、これ確認なんですけど、本会議で聞いたらイベント

などで使われるのは1,600だというふうに言われたんですけど、ヒアリングで聞いたら伸び縮み

があるいうふうに聞いたんですけど、それはいかがなんですか。 

○長谷川港湾局長 今1,600平方メートルの議論でございますけれども、これについては標準的に

1,600平方メートルということでございまして、それは当然イベントによって小さくなったり、

例えば大きくなったりします。ただ、使えるエリアというのは我々神戸市としても当然きちっと

それに対してどういう使われ方をするのか、どういった方がここに入っていくのかというのを確

認をしますので、そこに問題が生じることはございません。ですから、平均的に1,600平方メー

トルのエリアをイベントスペースとして賃料を頂くということになるということでございます。 

○委員（西 ただす） その話でいくと、全然イベントないときはあるとは思うんです―― 一方で

ね。ただ、大型連休とかで、なべて1,600ですから、大型連休になったらそれが3,000平方メート

ルになったり5,000平方メートルになったりということはあるということですね。 

○長谷川港湾局長 これは今事業者のＰＰＰの範囲というのがアリーナの南部分にこの一角をそう

いうエリアとして今想定をしています。ですから、アリーナの南部分に例えば飲食ができるスペ

ースであったりトイレのスペースであったり一定の休憩ができるホールのようなスペースができ

ます。その周辺の緑地、ここがおおむねイベントのエリアになります。 

  ですから、いわゆるアリーナの例えば西面なんかは、これは一部例えばキッチンカーが出たり

することはあろうかと思いますけれども、基本的にここは普通に通れます。イベント開催という

のは、おおむね一番南側の突堤の先端部分がイベントで使われるエリアだと想定してございます

ので、そういった意味で、やはり多くの市民の方に御迷惑をかけるような状況にはないと理解を

してございます。 
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○委員（西 ただす） 聞きたかったのは、1,600が平均やけど、もっと大きく使えるんですよね

ということなんです。キッチンカーの話とかされましたけど、そうですよね、使うときには1,60

0に限らず広く使うときはあるんだということですね―― 迷惑どうこうじゃなく。 

○長谷川港湾局長 そのとおりでございまして、当然例えば今のアリーナの西側の空間もそういう

緑地空間になりまして、例えばそこにキッチンカーを置いたり、そこでイベントをしたりするこ

とはございますので、1,600よりも大きくなることはございます。 

○委員（西 ただす） やっぱり聞いてると事業者にとってすごく得な制度やなというふうに思い

ました。問題は、多額の税金が投入されていて、やっぱり１つの事業者がその環境を享受してい

る点だというふうに思うんですね。 

  その上で心配していることがあって、今から言う内容は、こうした民間開発に肯定的な方の文

章から見てたんですけどね、そのまま読みますけど、第８回都市公園こそ「運営重視型ＰＰＰ」

で地域のまちづくり拠点へ、日本総合研究所のまとめですということで書いてるんですけども、

８回ということで途中の文章だったようなんですけど、以下文章ですと、「こうした近年の都市

公園の再整備事例を俯瞰すると、第７回で解説した観光施設と同様に集客施設としての様相を色

濃くした印象すら受けます。しかし、都市公園が観光施設と決定的に異なる点があります。それ

は、都市公園は都市基盤施設であり、公共性の強い役割を担っているという点です。都市公園は、

地域の防災拠点としての機能、都市部における緑化率やオープンスペースの確保、住民の健康増

進やレクリエーション、憩いの場などの役割を担っています。そこをないがしろにしてにぎわい

創出や経済活性化を目指すわけにはいきません。観光施設との根本的な違いです」というふうに

言われてます。ここからメリットの話も続くんですけどね。 

  これ自体は、この部分でお気づきだと思うんですけど、これみなとの緑地ＰＰＰの前の段階で

すよね。Ｐａｒｋ－ＰＦＩの段階だと思いますが、ここのとこは同様の心配もしてまして、観光

施設を優先して公的な役割や市民生活に関わるところがおろそかにされないかという心配を私は

感じました。 

  ここからまた文章です。「一方で、都市公園内に商業施設などを誘致すること自体が目的化し

てしまい、結果として公園内の緑地が商業施設の前庭のようになってしまったり、地域にとって

大切な緑地や植物が大きく毀損されてしまったりしては本末転倒と言えるでしょう」と言われて

るんですね。 

  先ほどの話からいうと、やっぱり建蔽率も拡大できるし事業者の自由も大きくなって、そして

前庭的な扱いにならないかという心配があるわけです。当然緑が少ないほうが維持のお金が少な

くて済むなんていう話もあったりするのでね。イベント実施の邪魔になるから減らしたりとかそ

んなことは絶対ないと言えるのか、そこについていかがですか。 

○長谷川港湾局長 まず事業者から出てくるＰＰＰの提案に対しては、これは国の同意もあって神

戸市が承認するものでございます。そこは神戸市のいわゆる先ほど言われております例えば公共

性であったり住民の憩い、例えば防災面、安全面、そういうものを当然考えた上で私どもは承認

することになります。ですから、イベントをするために緑の空間が少なくなるとか、例えば植物

が毀損されるとか、こういうことは決してないというものでございます。 

  植物についても、これは維持管理をして、きちっと例えば改良するということになりますので、

こういう植物が毀損されることはありませんけれども、例えば何かの不具合で枯れたりしても、

そこは植え替えができるとか、そういった仕組みでございます。 
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  ですから、これは事業者にとって有利な都合がいいものではなくて、我々サイドに対してメリ

ットがある。これは先ほども申しましたとおり、きちっと公園を維持管理できるという点で、や

はり最大のメリットがございます。このメリットをうまく生かせるように私どもも―― これは今

この制度の中ではまだ議論の最中なんですけれども、きちっとモニタリングができる制度を導入

しようと思っています。ですから事業者がどういうイベントをして、どういう施設の維持管理を

したかというのをきちっと我々としても把握していく、こういったことを今導入するように調整

をしてございます。ですから、そういうアセスメント的なことも私ども考えておりますので、問

題はないかと思います。 

  以上です。 

○委員（西 ただす） まとめますけど、やっぱり別に緑化とか公園造るのは公共でやったらいい

んじゃないかなと思うんですね。やっぱり心配してるのは、これから大きな緑地とか公園を整備

するときにはＰＰＰかＰａｒｋ－ＰＦＩで漏れなく民間が造るというような方向になりそうで不

安を感じてるんです。 

  さっきちょっと樹木の話もしましたけど、全国的にＰＦＩのとこは結構いろいろ今もう制度そ

のものができてるんでね、進んでるんですけど、やっぱり樹木の管理が難しいから切りたいんだ

というようなことを言ってくる事業者が出てるというのも全国的には指摘されてる点なんですね。

やっぱりそれは費用の論理からしたら、にぎわい施設を広げたいという思いに駆られるというの

はあるわけで、市が関与すれば大丈夫と言われるんですけど、やっぱりそうした誘惑がどうして

も出てくること自体大きな問題だと思うんですね。 

  やっぱりただでさえ、全体的にあそこの状況を見たときに、以前も言いましたけど、やっぱり

オーバーストア違うんかなというふうに思うんです。 

  本会議で副市長がジーライオンで年間100万人が来るというふうに言われましたけど、それも

ヒアリング聞いてたら事業者が言われてるということで、やっぱり希望的観測に沿って動いてる

んじゃないかなというふうに思います。 

  やはり民間にその場を明け渡したり、環境整備に税金をたくさん使ったからといってもうまく

いくのか分からない。そのお金をむしろストレートに公園の整備や緑地の整備をはじめとして公

共的なところに使うべきだということを指摘して終わります。 

○委員長（山本のりかず） ほかに質疑がある方いらっしゃいますでしょうか。 

  （なし） 

○委員長（山本のりかず） なければ、それではこの際、港湾局の所管事項について御質疑はござ

いませんか。 

○委員（諫山大介） １点、神戸海軍操練所遺構について、文化スポーツにも聞きたいと思ってま

すけども、もともと港湾の開発の中で発見されたということなんで、１月下旬に現地を視察させ

ていただいたんですけども、このあたり港湾局としてどういった見解を持っているのか、お伺い

します。 

○長谷川港湾局長 これは私も現場を確認をいたしまして、これはやはり神戸港が開港する1868年

以前の、1864年というふうにお聞きしましたけど、幕末にかけて造られた施設でございます。歴

史的に非常に価値の高いものであるというふうにもお聞きをしてございます。 

  このエリアについては、これからどんな利活用をしていくかというのはこれからの検討にはな

っていくんですけれども、基本的には文化スポーツときちっと調整をしながら、やはり神戸港の
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いわゆる礎と申しますか、やはり一番古い港の遺構でございますので、これはどういう形で残し

ていけばいいのかというのを技術的な側面―― これは文化財を残すという技術的な側面を含めて

文化スポーツ課の意見を伺いながら、この遺構をうまく残せるように考えていきたいと思ってお

ります。 

○委員（諫山大介） おっしゃった神戸海軍操練所は神戸港湾関連の遺跡としても一級品でありま

すので、港湾局として敬意を持って今取り扱っていただけるということで安心しました。 

  委員会視察で静岡市歴史博物館というところを見に行ったときに、戦国時代末期の道と石垣と

いうことで遺構がそのまま、３階建てなんですけど１階の部分に現物のまま保管されてて、当時

のところを目の前で見れるという、今思えばああいう形がいいのかなと思ったんですけども、も

ちろんウオーターフロントの魅力の開発の場所―― だだっ広い場所ではありませんので、港湾と

しての魅力とそういった遺構保存の両立をぜひ前向きにしていただきたいということを要望して

終わります。 

  以上です。 

○委員長（山本のりかず） ほかに御質疑ある方はいらっしゃいますでしょうか。 

  （なし） 

○委員長（山本のりかず） なければ上畠副委員長。 

○副委員長（上畠寛弘） よろしくお願いします。 

  前回の経済港湾委員会でも台湾の就航についてお話しさせていただきました。我々議会側でも

台湾のタイガーエアや交通部ともお願いのために接触もさせていただいたところでございますけ

ども、あの際にもお願いさせていただきましたけども、タイガーエアのほうは前向きに我々との

会談の中でも、ぜひ神戸空港と台湾を結びたいというようなお話もございまして、ここにいらっ

しゃる植中委員や黒田委員も御一緒に台湾にも行っていただいたんですけども、その際に前倒し

とか、そんなテストフライトもできたらといいますけど、それはちょっといろいろな３空港の経

緯もあってということもお話しさせていただいたんですけども、一方で今はオウンユースチャー

ター自体の制度はあったりして、当然ながら方法等には制限があるんですけども、そのあたりの

周知やタイガーエアの御意向を踏まえた上で、神戸空港をそうやってまさに率先して希望してく

ださっているならば、そういったところに沿った対応もしていただいて台湾線の就航をしていた

だきたいということをお話はずっとさせていただいておりますけども、この点について、タイガ

ーエアとの既に何らかの―― 話せないところもあるかとは思いますけども、対応や接触、我々の

そういった話も聞いていただいて動いてくださっているのか、オウンユースチャーターの在り方

等の情報提供等もしてくださっているのか、この点についてお答えできる範囲で結構ですので、

御答弁ください。 

○河原港湾局局長 12月だったと思います。経済港湾委員会のほうで副委員長のほうから御指摘を

いただいています。その後、我々のほうからもタイガーエアの日本総代理店ですね、そちらのほ

うにも御連絡をさせていただきまして、先ほどお話のございました３空港懇談会の状況でありま

したり、チャーター便をどういうふうにすれば運航できるかということについて資料等御説明を

させていただいております。 

  先方のほうでいろいろと御検討されておりますので、その内容につきましては先方の中身につ

きますので、そちらについてはちょっと御答弁は御遠慮させていただきたいんですけれども、こ

ういった形でしたらできますよというようなことにつきましては、我々のほうからも御説明をさ
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せていただいておりまして、先方のほうで今現在検討をしていただいているとそういう状況でご

ざいます。 

○副委員長（上畠寛弘） 大変神戸空港に対して高い評価をしてくださっています―― 台湾の各社

また台湾政府も。ですから、ぜひともこの台湾線の就航というのをしていただきたいですし、先

ほど万博の否定的な話もございましたし、それによる需要というものがいかがなものかというよ

うな御心配もありましたけども、まさに台湾からの観光旅行、ビジネス含めて入国をされたい台

湾人観光客、旅客は増えている状況でございます。 

  そういったところも踏まえまして、まさに台湾でも旧正月の暦が採用されておりまして、８日

から台湾でも長期休暇に入られて多くの台湾人の方々が訪日されていらっしゃいます。入国審査

においても、地方空港と台湾結んでいるケースも割とございますので、プレクリアランスという

事前審査というものをまさに台北の近郊にあります桃園国際空港で事前に日本の入国審査を台湾

においてしてしまって、それによって日本到着後の審査は長い―― すごい関空でさえも待ち時間

が強いられているような状況ですけども、そういったことにもならないように余裕のある搭乗前

に実施して、少しでも日本の滞在を最大限楽しんでいただくというような方法をもう台湾におい

ても日本の入国審査ということを事前にするというようなこういった画期的なことも行っており

まして、函館や仙台、高松等々地方10空港でそういったことをしてくださっているということな

ので、こういった方法も踏まえれば、いろいろな形でそういった既にもう事例も日本においても

できたわけでございますから、そんなことも神戸空港の国際化に向けてできるんじゃないかなと

いうようなこともあると思いますので、この点についてもぜひ勉強していただいて実現に向けて

少しでもそういった誘客ができるような方法というのを考えていただきたいなと思いますけど、

この点いかがでしょうか。 

○長谷川港湾局長 今の桃園の空港におけます入国審査の在り方というのは非常にすばらしい制度

だと思ってございます。やはりビジネスであったり旅客であったりが入国する際に手間がかかる

というのは、時間がかかるというのは非常に利便性にも影響を与えるものでございますので、や

はりこういうものが神戸でどういう形でできるかというのは今すぐにではありませんけれども、

やはりしっかり勉強しながら研究させていただきたいと存じます。 

○副委員長（上畠寛弘） ありがとうございます。 

  その点ぜひともお願いしたいですし、桃園国際空港のございます桃園市観光局と神戸観光局も

ＭＯＵを締結しまして、相互の観光交流というものを促進していこうということで、桃園メトロ

では神戸の映像も流れて、私も先月も台湾行きましたけども、そういったことも流れてございま

して、神戸についての認知度も高まっております。この点は本当に進めていっていただきたいな

というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

  これも以前の経済港湾委員会で質疑させていただいた点でございますけども、非核神戸方式の

ことでございます。非核神戸方式のことについて、いろいろとこれまでも国会においてもいろい

ろと取り上げることがありまして、今国会においても内閣に対して質問主意書が提出をされまし

た。内閣質問主意書の提出自体が本当にもう２月の１日でございまして、質問第14号で今国会、

国会法第74条によって国の専決事項たる外交や安全保障を侵害する非核神戸方式に関する質問主

意書ということで提出されまして、それに対しての答弁が２月13日付で内閣総理大臣岸田文雄と

いうことで閣議決定もされ、その答弁書も送付されている状況でございます。 

  まず、こういった国会のこれまでのやり取り、また今回の質問主意書は、これ自体は存在は把
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握されているかどうか、端的にお答えください。 

○長谷川港湾局長 その点については認識してございます。 

○副委員長（上畠寛弘） ありがとうございます。 

  では、それを踏まえまして、こちらにおいても質疑をさせていただきたいと思いますけれども、

これまでの非核神戸方式に関する現在の政府の見解はということで、これはまさにこの答弁書に

おいて書かれておるんですけども、地方公共団体がいわゆる非核証明書の提出を求めているとい

う今の神戸市の状況ですね、そしてその結果に基づいて港湾施設の使用について決定を行うとい

うことは、これは外交関係の処理を行う国の決定に地方公共団体が関与し、あるいは制約をする

ですね―― 関与以上の言葉で制約をするということでございまして、港湾管理者の権能を逸脱す

るものであるというふうになっております。そしてその後に、地方公共団体の権能の行使として

は許されないというふうに考えておりますというふうにまで答弁書においては、これは再度岸田

内閣の閣議決定によって決定されている状況でございますが、この点について、これをこれまで

の政府見解とは変わらないところでございますけども、これは把握し、否定し得る立場ではない

ということでよろしいんでしょうか。 

○長谷川港湾局長 今委員おっしゃられたそのとおりだと私は認識してございます。 

○副委員長（上畠寛弘） ありがとうございます。 

  続いて港湾法―― これ港湾管理者としての権限や様々なことが規定されております港湾法でご

ざいます。港湾法第20条第１項に規定する港湾管理者としての地方公共団体の業務については、

同法第34条において、同法第12条及び第13条の規定を準用すると規定されているところであると

いうふうに書かれてございます。 

  この点を踏まえて、非核証明書というものを神戸市設定して、これが提出されないといったケ

ースがあった場合どうなのかというようなこの点についての質疑に対しては、非核証明書が提出

されない場合、これが特定の港湾の適正な管理、運用に支障がなく、要は非核証明書が提出され

ないという理由でこれで不平等な取扱いの禁止に抵触することがあり得るかどうかということで、

これは要はこの提出をしないときには外国艦船の港湾施設の使用拒否できるかと、これが港湾法

第13条第２項の不平等な取扱いの禁止に抵触することがあり得るのか否かということの認識につ

いては、これはまさにこれで神戸港に神戸市当局が入港を拒絶した場合は、まさに不平等な取扱

いの禁止に抵触することがあり得るとの答弁でございます。 

  これについては神戸市としても把握されていらっしゃるのか、またこれについて同様に否定す

る立場ではないということでよろしいのか、いかがお考えでしょうか。 

○長谷川港湾局長 まず今の委員の御質問に対しましては、私どもが進めております事務について

は議会で決議をされました非核証明書の提出ですね、これを議会の決議を尊重する形で進めてお

るものでございます。ですから、港湾法に抵触するかどうかというのは、私の今の立場でここで

発言するのは控えさせていただきたいと存じます。 

○副委員長（上畠寛弘） 承知いたしました。 

  ただ、国の答弁としてこういった答弁が決定されているということ、当然ながら万が一そうい

った場合においては、まさに港湾法上の不平等な取扱いの禁止に抵触することがあり得る、そう

いった危険があるというふうに書かれてございます。ですから、そもそも特定の国を狙い撃ちに

した決議ではないというふうには思うように明文化はされてませんけども、実際はあのときの情

勢を考えたら米軍をまさに想定した決議だったわけでございまして、米国政府や米軍からは神戸
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市に対してはネガティブな印象を持たれ、まさに反米的なそういったことをされているというふ

うに思われてしまっていることは関係者からも聞くところでございますけれども、この点につい

て踏まえてちょっと質疑させていただきますけども、では外国艦船が核兵器を積載していないこ

とを証する文書の提出を求め、その結果に基づき港湾施設の使用に関して決定を行うということ、

この点について、これは外交関係の処理に当たる国の決定に地方公共団体が関与し、またこれを

制約するものであり、したがって港湾管理者の権能を逸脱するものであるというふうな答弁、こ

れについて港湾管理者としての権能を逸脱するということはないということでよろしいですか。

神戸市としては港湾法を遵守するということでよろしいでしょうか、この点について。 

○長谷川港湾局長 私どもの事務は法にのっとって事務をしておるわけでございますので、法を違

反するような事務はあり得ないというのが一般的な見解でございます。その上で、今の事務につ

いては議会の決議を尊重する形で事務を進めさせていただいているものだという理解でございま

す。 

○副委員長（上畠寛弘） そこにおいて、これはまさに議会の責任なんですけどね、私の生まれる

はるか前の話でございますけども、だからこれを行政マンの方に強いてしまってることは大変申

し訳ないというふうには思っているんですけども、神戸市長の補助機関たる港湾局の皆様におい

ては、そういった法的拘束性のない決議に基づいて運用しているという今の状況は私も把握して

いるところでございますけども、港湾局としては行政法、当然ながら関連するそういった港湾法

をはじめとした法令の遵守、コンプライアンスは当然ながら遵守しての神戸港の運用をしていた

だきたい、この点はいかがですか。 

○長谷川港湾局長 それは委員おっしゃられたとおりでございまして、私どもは法律にのっとって

事務を粛々と進めさせていただきたいと存じます。 

○副委員長（上畠寛弘） まさに法令にのっとってですね、それはこれまでも国の見解については

否定し得る立場ではないということも踏まえて、そこはきちんと法令遵守をしていただきたいと

思います。 

  １点確認でございますけど、最近、外国の軍艦が入港したケースといたしまして、東灘区の海

上自衛隊阪神基地隊にはインドネシア海軍が入港したということがございまして、私も当日公開

の際にはインドネシア海軍のそういった艦船のほうにも見学させていただいたところであります

けども、これもう情報公開請求もした結果分かってはおるんですけども、正式に御答弁いただき

たいんですけど、その際、神戸市がインドネシア海軍に対して非核証明書を提出をさせたか否か

についてお答えいただきたいと思います。 

○長谷川港湾局長 これは当時、海軍から―― これ練習帆船だったかと思うんですけど、入港する

際には非核証明書の提出を私どもは受けてございます。 

○副委員長（上畠寛弘） 承知いたしました。 

  インドネシア自体そもそも核保有国ではないんですけれども、まさにこういったことを出させ

ることによって、要は海上自衛隊とインドネシア海軍におけるやり取りにおいて入港がそもそも

決定している中で、わざわざそういった外国の軍に対して礼を失するような行為をしている、そ

してインドネシアは別に核保有国ではないですからね。ですから、そういったことをしているこ

と自体がやはり運用の方法としてまさに考え直すべきときではないかとは思いますし、そもそも

これによって―― 非核神戸方式の存在によって何が起こったかということでいうと、以前、私も

質疑で取り上げさせていただきましたけども、震災からかなりの時間が経過して阪神・淡路大震
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災のことを振り返る際には、まさにトモダチ作戦のことも紹介した形で、当時、神戸における阪

神・淡路大震災における米軍の支援というのはどういう状況であったかみたいなことが産経新聞

が記事として取り上げておられました。その記事においても、まさに阪神・淡路大震災の際にも

米軍は救援の打診を日本政府に対してしてたと。しかしながら、記事によれば神戸市当局がこの

非核神戸方式の存在を理由として、ちゅうちょされ難色を示されたことで、結果実現しなかった

と。 

  実際に米軍の防災・災害における機動力というのは大変力強いものであり、まさにトモダチ作

戦の際に東日本大震災で仙台空港の復旧はじめとして、様々な点で同盟国、友好国として米軍の

皆様が被災地のために即座に活躍してくださいました。これは本当にすばらしい機動力であって、

これは本当に日米間の友情を表す証左だとは思っておりますけれども、そういった能力がある中

で、この阪神・淡路大震災では救援の打診があったけども実現しなかったのは、まさに非核神戸

方式が原因であったということが分かり、内閣の質問主意書に対する答弁においても米軍からの

救援の打診があったことは事実であるということを認め、記事だけではなく本当に政府がそうい

うふうに認めている中でこれが実現してなかったということ。 

  これは本当に守るべきは何なのかと。災害によって被災している神戸、兵庫県を復旧・復興す

ることが何より最優先すべきで、金科玉条のごとく非核神戸方式というその決議であったり、憲

法９条でも憲法を守って国滅びたら何の意味もないわけで、やっぱりやってきた場合には、それ

は対応しなきゃいけないことってあるわけですよ。守るべきは憲法ではなく国民の生命と財産で

ありますから、そういった中では、救援の打診があったけども、本当に大変なときにもイデオロ

ギーというものやそういったことを運用する神戸市当局の難色が示されて実現しなかったという

こと、この点については本当に議会の当時この決議に関わった議員がもういないと思いますけど

も―― 神戸市議会の中には―― ただやっぱり反省、猛省していただかないけない―― こういった

事態を想定していたのかということも踏まえて。 

  こういったことがあった場合、難色を神戸市当局に当然ながら政府から打診があった場合、こ

れって救援の打診があったら、難色を示したり、こういう方式がありますからと言うべきだった

のでしょうか。この点について何か記録等って残ってますか、いかがでしょうか。何か知ってる

範囲で分かる範囲でいいので御答弁ください。 

○長谷川港湾局長 今私がお答えできるのは、やはりちょっと当時がどういう状態であったのかと

いうのは今はっきりとは分かりません。ですから、どういうプロセスでどういう意見交換があっ

てそういう結果になったのかというのは私はそこまで承知しておりませんので、そこはコメント

をすることは難しいと思ってございます。 

  ただ、やはり東日本大震災含めて、先ほど委員言われましたようにトモダチ作戦というのもご

ざいました。やはりこういうことは非常に重要であるということは私は認識をしてございます。 

  その上で、例えばこういうことが、例えば神戸が被災したときにこういう非核証明書の提出を

求めるのかと言われれば、そのときには、まずはやはり関係部局と相談をいたしますとともに、

やっぱり議会に相談をさせてほしいというのが今の１番の感想です。 

  申し訳ありませんけど、ちょっとこれぐらいの御答弁しか今はできません。 

○副委員長（上畠寛弘） でも、まさに長谷川港湾局長今御答弁いただいたのでよいかと思います。

まさにこれは決議が結果的に確かに法的拘束力はないけども、行政当局をある種縛ってしまって

いるという状況の中で、港湾管理者の責任を持っていらっしゃる神戸市長の補助機関である港湾
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局長としても、今かなり勇気のある御答弁をいただいたと思いますし、まずそこで議会で相談し

ていただいて、それを拒絶するような議会であれば本当に何なのかと思いますし、そういったこ

とがないように議会側がしなきゃいけないという議会の責任を今お示しいただいたと思いますの

で、その点はしっかりとここはそういったことがないように、しっかりまさに助けるべきは神戸

市民の命、日本国民の命でございますから、そこは最優先にした判断、行動をできるようにした

いというふうに思いますので、今の答弁で今できるぎりぎりのところを御答弁いただいたものだ

と思います―― 行政マンとして。その点感謝いたしますので、ぜひこのあたりの点について、ま

た引き続き内閣質問主意書、今国会でも出るかと思いますので、そういったところも踏まえて、

まさに国と神戸市連携していただいて、国交省の会議の中においても神戸市の港湾当局の席とか

見たら、かなり重要な位置に座っていらっしゃるとか、港湾局に対する評価というのは高くなっ

ているというふうに思ってございますし、大体我々神戸市会の議長のことは知らなくても港湾局

長は誰々局長というふうにみんな国会議員も知ってる方が多いですので、やっぱりそれぐらいに

港湾局は大変頑張っていらっしゃると思いますから、でもそういったところもほったらかしにせ

ずに、私としては次代に責任を持つ立場として質疑させていただきました。 

  次、予算委員会のほうで都市局のほうにまた質疑をさせていただく予定でございますけども、

ちょっと海上自衛隊阪神基地隊に関連することで質疑をする予定でございます。今の時点で港湾

局は大変阪神基地隊に対しては様々協力・連携関係にあるというふうに聞いておりまして、事前

にそれは港湾局のほうにお伝えさせていただいておりますけど、引き続きその関係は海上自衛隊

ともしっかりタッグを組んでいただいて、まさに国を守ってくださってる自衛隊の皆様には御協

力していただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山本のりかず） ほかに御質疑。 

○委員（西 ただす） 非核神戸方式の問題は私も関心があるとこで、1975年にできまして、ちょ

うど私が生まれた年ですけどもできたものです。 

  ちょっと御確認しておきたいのは、やっぱり非核神戸方式自身が1975年で米ソの冷戦もあるよ

うな時代の中で生まれたわけですけども、そのときにそれができて以降の世界の流れというとこ

ろでいうと、やっぱり核兵器の廃絶の問題がずっと広がっていったというふうに思うんですよね。 

  そういう中で、この40年間の中で例えば世界的なところで非核地帯といったようなところが広

がっていったとか、そういった核に基づくことで、あるいはほかのところで、うちの港もそうい

う非核神戸方式みたいなんできひんかみたいな話も議論があったとか、そういったことは御存じ

でしたでしょうか。 

○長谷川港湾局長 今御指摘いただきました世界的な流れというのは、確かに核の問題というのは

非常に国家レベルでの各国の様々な方々が意思決定されているものでございますので、なかなか

私がそこに軽々に物を言うのはちょっと難しいかなと考えてございます。 

  他の港であったかと言われると、これも今詳しくは私は記憶をしてございません。あったかも

分からないですけど、ちょっと今詳しい記憶はございません。 

○委員（西 ただす） 神戸市の非核神戸方式というのは、やっぱり注目されてて、例えばこの40

年で見たときにも、いわゆる非核地帯というものは世界的にはぐっと広がっていったわけですよ

ね。やっぱり核兵器そのものに対しての危険性というのを多くの方が認識されて、被爆者の皆さ

んがたくさんいろんなところで語られて、そういう努力があって核兵器の禁止条約というのも生
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まれてきました。 

  もともと日本自身が非核三原則ということで、国是で持ち込ませないというところでやって、

それを具体化したというような形のものだというふうに思うんですよね。やっぱりそういう点で

私は世界の中で核兵器が今―― 本当数年前ですよね―― 核兵器禁止条約ができたのは―― そうい

う流れとも非常に連動している大事なものだというふうに思っています。 

  先ほどもちらっと出たんですけど、例えば神戸の港というとこを考えたときにいうと、やっぱ

り今の港というのは米軍基地とか米兵とかいないという状況なんですけど、過去はそういう状況

ではなかったというふうに思うんですけどいかがでしょうか。 

○長谷川港湾局長 1868年に開港してということでございますので、開港当初のことでいきますと

様々な過程があったとは思います。 

  今の神戸港は、やはり基本的には商業港でございますので、商業港ということを十分理解した

上で私ども先ほどから繰り返しの答弁になりますけれども、議会の決議を尊重して事務手続をし

ているというのが今の現状でございます。 

○委員（西 ただす） もともと米兵の人もたくさんいて、例えばそれがやっぱり港のところに来

て騒いで問題になるというのもやっぱりあって、それで例えばクリスマスだけぐらいは静かな夜

を過ごさせてほしいというようなクリスマス闘争みたいなものもありました。やっぱり平和の港

として来て、そして利用できるところもたくさんあったというところが今の神戸港の発展にもつ

ながってるというふうに思うんですね。 

  もうこれ数年前ですけど、例えば横須賀なんかは原潜による放射能漏れの問題とかが起こって、

やっぱりそういったことも起こさせなかったというところにも、そこに住んでいる住民の命や安

全を守るという上でも大事なものだというふうに思います。 

  これ以上質問しません。以上です。 

○委員長（山本のりかず） ほかに御質疑ある方。 

  （なし） 

○委員長（山本のりかず） 他に御発言がなければ、港湾局関係の審査はこの程度にとどめたいと

存じます。 

  当局、どうも御苦労さまでした。 

  委員の皆様に申し上げます。 

  次の経済観光局が入室するまでの間、休憩といたしたいと存じます。なお、当局が入室後、委

員の皆様がそろい次第、再開いたしますので、御了承願います。 

   （午前11時32分休憩） 

 

   （午前11時37分再開） 

（経済観光局） 

○委員長（山本のりかず） ただいまから経済港湾委員会を再開いたします。 

  これより経済観光局関係の審査を行います。 

  それでは、議案２件及び報告事項１件について一括して当局の説明及び報告を求めます。 

○大畑経済観光局長 経済観光局長の大畑でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  それでは、議案２件、報告１件につきまして一括して御説明申し上げます。 

  お手元の経済港湾委員会資料の１ページを御覧ください。 
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  予算第35号議案令和５年度神戸市一般会計補正予算のうち、経済観光局関係分につきまして御

説明申し上げます。 

  なお、金額の100万円未満につきましては省略をいたします。 

  １補正予算の概要でございます。 

  エネルギーなどの価格高騰の影響を受ける市内事業者を支援するとともに、防災・減災対策な

ど安全・安心なまちづくりを進めていくための補正予算でございます。 

  補正予算額は、２歳入歳出補正予算額一覧の最下段、歳入合計４億2,000万円、歳出合計６億

6,700万円でございます。 

  ２ページを御覧ください。 

  ３歳入予算の説明でございます。 

  第18款国庫支出金、第２項補助金は600万円でございます。 

  第19款県支出金、第２項補助金は１億4,700万円でございます。 

  第21款寄附金、第１項寄附金は8,000万円でございます。 

  第25款市債、第１項市債は１億8,700万円でございます。 

  ４歳出予算の説明でございます。 

  第７款商工費、第１項商工振興費につきましては、３ページを御覧ください。 

  第１目職員費につきましては、給与改定などに伴う補正として予算を2,000万円増額しようと

するものでございます。 

  第２目商工総務費につきましては、中小企業の人材確保に対する支援に伴う補正として予算を

1,200万円増額しようとするものでございます。 

  第３目商工振興費につきましては、中小企業の経営基盤強化や公共施設の改修に伴う補正とし

て予算を１億1,500万円増額しようとするものでございます。 

  内訳といたしましては、経営改善計画策定の促進として600万円を、旧北野小学校の改修とし

て１億800万円をそれぞれ増額しようとするものでございます。 

  第２項貿易観光費、第２目観光事業費につきましては、神戸ＳＤＧｓ貢献基金への積立てに伴

う補正として予算を7,000万円増額しようとするものでございます。 

  ４ページを御覧ください。 

  第８款農政費、第２項農政総務費、第１目職員費につきましては、給与改定などに伴う補正と

して予算を7,000万円増額しようとするものでございます。 

  第２目農政総務費につきましては、公共施設の改修に伴う補正として予算を200万円増額しよ

うとするものでございます。 

  第３目地域整備費につきましては、地域計画の策定支援に伴う補正として予算を2,600万円増

額しようとするものでございます。 

  第３項生産振興費につきましては、５ページを御覧ください。 

  第４目水産費につきましては、神戸ＳＤＧｓ貢献基金への積立てや公共施設の改修に伴う補正

として予算を8,300万円増額しようとするものでございます。 

  内訳といたしましては、神戸ＳＤＧｓ貢献基金への積立てとして1,000万円を、漁港施設など

の改修として7,300万円をそれぞれ増額しようとするものでございます。 

  第５目漁港修築費につきましては、公共施設の改修に伴う補正として予算を２億1,000万円増

額しようとするものでございます。 
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  第４項農林土木費、第１目農業基盤整備費につきましては、ため池の防災・減災対策に伴う補

正として予算を5,800万円増額しようとするものでございます。 

  ６ページを御覧ください。 

  ５繰越明許費の説明でございます。 

  第７款商工費、第１項商工振興費では経営改善計画策定促進事業など７事業を、第２項貿易観

光費では有馬観光交流センター等改修など５事業を、第８款農政費、第２項農政総務費では六甲

山牧場施設改修など２事業を、第３項生産振興費では漁港施設などの改修など５事業を、第４項

農林土木費ではため池調査計画など２事業を、それぞれ工程調整や事業実施時期の調整のため繰

越ししようとするものでございます。 

  ７ページを御覧ください。 

  予算第36号議案令和５年度神戸市食肉センター事業費補正予算につきまして御説明申し上げま

す。 

  １補正予算の概要でございますが、給与改定などに伴う補正予算でございます。 

  補正予算額は２歳入歳出補正予算額一覧の最下段、歳入歳出ともに1,000万円でございます。 

  ３歳入予算の説明でございます。 

  第２款繰入金、第１項他会計繰入金は1,000万円でございます。 

  ８ページを御覧ください。 

  ４歳出予算の説明でございます。 

  第１款事業費、第１項職員費、第１目職員費につきましては、給与改定などに伴う補正として

予算を1,000万円増額しようとするものでございます。 

  ５繰越明許費の説明でございます。 

  第１款事業費、第３項施設整備費では、換気設備改修を工程調整のため繰越ししようとするも

のでございます。 

  ９ページを御覧ください。 

  報告、神戸市中央卸売市場本場再整備基本計画の変更（案）に係る意見募集につきまして御報

告申し上げます。 

  １変更計画の概要でございます。 

  神戸市中央卸売市場本場においては、令和元年５月に市民意見募集を実施し、神戸市中央卸売

市場本場再整備基本計画を策定いたしました。 

  同計画の内容について、冷蔵庫需要や物流の効率化に対応するため施設規模に変更が生じまし

た。さらに、施設規模の変更及び物価上昇などによる概算事業費の変更や新型コロナウイルス感

染症防止対策による協議の遅れなどにより、スケジュールにも変更が生じたことから、計画の変

更を行うものでございます。 

  ２変更案の内容でございます。 

  (１)概算事業費につきましては、120億円から205億円に変更いたします。 

  (２)施設規模につきましては、冷蔵庫の計画面積を約１万500平方メートルから約１万7,600平

方メートルに、買荷保管所の計画面積を約3,000平方メートルから約2,000平方メートルに、加工

場の計画面積を約1,500平方メートルから約1,200平方メートルに変更いたします。 

  10ページを御覧ください。 

  (３)スケジュールにつきまして、令和４年度の着工、令和６年度の供用開始から、令和６年度
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の着工、令和９年度の供用開始に変更いたします。 

  ３意見公募の方法でございます。 

  (１)意見募集期間につきましては、令和６年２月20日から令和６年３月21日まででございます。 

  (２)資料の閲覧場所や(３)意見の提出方法につきましては、記載のとおりでございます。 

  以上、議案２件、報告１件につきまして一括して御説明申し上げました。何とぞよろしく御審

議のほどお願いを申し上げます。 

○委員長（山本のりかず） 当局の説明及び報告は終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  初めに、予算第35号議案令和５年度神戸市一般会計補正予算のうち経済観光局の関係分に関し

て御質疑はございませんか。 

○委員（植中雅子） 農政費なんですけど、４ページです。地域整備費として予算が上がってるん

ですけど、この地域計画の策定支援でレクのときにお聞きしましたら、この２年間で調査をしな

いといけないところが172の集落があるとお聞きしています。本年度はそのうちの30の集落だけ

で、２年間でこれだけの172の集落の策定というのが調整ができるのかどうか、ちょっとお聞き

したいのですが。 

○安岡経済観光局局長 地域計画につきまして御答弁させていただきます。 

  委員御指摘のように現在のところは２年間で172集落策定する予定にしてございます。ただ、

この地域計画は御存じのように将来の担い手、農地の集積、耕作放棄地の発生防止など、非常に

重要な位置づけということになってございますので、地域の方にしっかりと御説明をして御理解

いただいて、それで進んでいくというものでございまして、今現在集落に入りまして説明をして

いるところでございまして、我々としては現段階では６年度末に全集落の地域計画の策定・公表

を目指して引き続き全力で取り組んでいきたいというふうに考えてございます。 

○委員（植中雅子） ありがとうございます。 

  これ今将来の担い手を生み出すための調査ということなんですけど、これって農業をしたいと

いっても本当に様々な専業農家のところがあり、また兼業農家があり、またその兼業農家の中で

も自分たちの食べる野菜だけを作ってるとこだったら、次、将来の担い手は考えておられないか

もしれないし、そういった様々なことを地域に入ってずっと調査をされているということですか。 

○安岡経済観光局局長 北・西の両センターとか農業委員会を含めまして、夜それから土・日、皆

様が集まりやすい時間にお集まりいただいて、職員が丁寧に御説明をさせていただいてございま

す。 

  やはり今のままでは担い手も不足するし高齢化もございますので、集積する部分は集積して効

率を上げられるような計画が立てれないか、皆様が今後どのようにお考えなのかも含めて丁寧に

お聞きしているということで、今後そのような形で進めていきたいと思ってございます。 

○委員（植中雅子） 本当に北と西にも遊休地というか、使ってない田畑がたくさんありますから、

ぜひともこれは奮闘していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本のりかず） ほかに御質疑ある方いらっしゃいますでしょうか。 

  （なし） 

○委員長（山本のりかず） ないようでしたら、次に予算第36号議案令和５年度食肉センター事業

費補正予算について御質疑はございませんか。 

  （なし） 



会議録（速報版） 

－27－ 

○委員長（山本のりかず） 次に、報告事項、神戸市中央卸売市場本場再整備基本計画の変更（案）

に係る意見募集についてに関して御質疑はございませんか。 

○委員（西 ただす） 今回の再整備計画というのは大分異例だなというふうに思うんですね。ス

ケジュールも大分後のほうまでぐっとなっちゃいましたし事業費も２倍近くになりました。125

億円から200億円となった理由は新規施設の整備で100億円上がったということですね。あと全体

的なことでいうと資材高騰があったということです。 

  ちょっと過去の答弁とか見てたんですけど、 ’22年の９月の15日の委員会での議論では、市場

運営本部長が事業の見立てでありましたりとか積算に甘さがあったと、委員の皆様におわび申し

上げますと言われてたんですけど、その中で不思議だったのが、改めて見てて、事業費が増えた

理由が実績量で見ていて冷蔵庫の規模を低く見積もっていたとされてるんですけど、それまでも

ずっと再整備に向けて議論してたはずなのに、冷蔵庫をどう使うのかという再整備の根幹部分と

言えるような部分で考え方が途中で変わるいうようなことがなぜ起こったのかなというふうに思

うんですけど、そこはいかがでしょうか。 

○碓永経済観光局中央卸売市場運営本部長 実際、確かに一昨年の９月に私のほうが御答弁させて

いただきましたけども、そのときにやはり冷蔵庫の需要の見込みが当時非常に限定的に見てしま

っていたと。いわゆるこの8,300トンというのが卸、仲卸という市場関係者のみの部分だけを取

り扱うだけの量にしようということで計画をつくったわけで、その後、当然計画についてもいろ

いろ調査をしながら協議をしようという形で皆様と合意をして基本計画は策定させていただいて

おります。その後29年に再度協議を行いまして、やはりまず29年の実績と、それと併せて商取引、

いわゆる仲卸さんでも販売した後、関連の方が引き取らずに置いていくという部分がございまし

て、そういう部分も含めて確保しなければ市場の取引が円滑にいかないということで、その分1,

100トン程度の増ということで現状並みに変更したということでございます。 

○委員（西 ただす） やっぱりそこがね―― それは計画立ててからもいろいろ考えるのはあると

は思うんですけど、やっぱり不思議で、先ほど言われましたけど商取引の後も引き取らずに置い

てるなんていうこと自身は、そのときは分からなかったんですか。 

○碓永経済観光局中央卸売市場運営本部長 それは、やはり私どものほうは調査しながらやってま

すので、そこまで限定的にやったということで、再度ヒアリングをする、またそして新たな冷蔵

庫に対する利用調査も含めましてやった結果、今回の9,400トンの変更というふうになったと考

えております。 

○委員（西 ただす） やっぱりそれ煮詰めてなかったんかなというふうに思うんですよね。 

  2019年にも委員会で質問してるんですけど、そのときの答弁としても、場内の関係者の皆さん

と平成29年の１月から検討してきているとあるけども、今の話でいうと議論する相手が変わった、

そういうわけではない。 

○碓永経済観光局中央卸売市場運営本部長 議論する相手は変わっておりません。 

○委員（西 ただす） ヒアリングの話もあったんですけど、 ’19年のこのときの段階でいうても

関係者の利用意向はヒアリングしていたというふうに言ってはるんですね。その後、利用実態調

査やったんやということなんですけども、その結果―― これ答弁なんですけどね、温度帯、扱っ

ているものが25度からチルドで８度とか様々なものを扱っていたが、温度帯の部分を考慮せず丼

で考えていたというふうに言われてるんですね。市場関係者とか、温度の設定とかいうたら専門

家も入れて議論するわけですから、やっぱりなぜそういうふうになったのかな。 
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○碓永経済観光局中央卸売市場運営本部長 温度帯につきましては、いわゆる面積的な部分のほう

が非常に大きかったと思います。いわゆる温度帯が最初の計画でいきますと１万平米ということ

で非常に小さいものでございますので、かなり温度帯を小さくしてしまっているということでご

ざいましたので、今回温度帯を含めて、やはり再整備に必要な面積確保ということで今回１万7,

600平米―― 現行１万4,000平米ぐらいでございますので、いわゆる中で小口の荷物を置くという

ことで、まだ中でもう１段積み置きをやってる状況でございまして、そんなことを含めまして温

度帯、それから小口ロットの商品対応のために面積のほうを拡充させていただいているというこ

とでございます。 

○委員（西 ただす） そう言われても、やっぱりよう分からないなと思うんですよね。そういう

ことも含めて、確かに面積は広くなったと言うんだけど、やっぱり商品の状況によって、ここは

言うてますね、25度からチルド８度とかいろいろある中でということは考えていたときに、やっ

ぱりそれが今広うなったから変わったんやというふうに言われるんだけど、そこも含めてよく考

えていかれてないのかなと思うんですね。 

  何でこんなこと言うてるかというと、さっきも神戸空港のときも結構大分事業費の内訳変わっ

たりして不思議ではあったんですけど、ここに関して言うとさらに幅広いというかね、新規の施

設のところというところがこれがもう一気に上がって、もともと当初より３倍ぐらい上がってる

でしょう。そういうことが何で起こって、これが途中で考えた幅なんだと言われてもやっぱり納

得できないんですけどいかがですか。 

○碓永経済観光局中央卸売市場運営本部長 事業費のほうでございますけども、先ほど言いました

冷蔵庫の規模の拡大に関しましては、この埋立施設で約99億―― 約100億円増になってますが、

その間、中身でいくと27億円程度でございまして、その他物価上昇で約42億ほどございます。あ

とその他に、この基本計画でなかったいわゆる冷蔵庫棟と今の水産仲卸棟―― 卸売場棟との間、

通路がございますけど、そこに屋根がないので、行き来するために大屋根を造るとか、くいです

ね、これは建物が大きくなりましたので、埋立地の地耐力というんですかね、その部分を考える

とくいの増強がございまして、これで16億円ぐらい増えたということで、あとその他共用部分の

事業費増ということで、施設規模だけで見ますと約27億、しかも冷蔵庫だけではなく、横にある

買荷保管所というものもございまして、こちらのほうはもともと腰丈の壁という形で考えていた

んですけども、埋立地に建てるということで海風が非常に強いと。そうなりますと、商品濡れて

しまうとか、傷んでしまうということで、全面的に壁を造るという、またドックシェルターを造

るという形で、そのあたりも含めて27億円でございますので、冷蔵庫だけが100億という部分で

はございませんので、御理解いただけたらと思います。 

○委員（西 ただす） 何か今聞いててもやっぱり不思議だったのは、海風が強いというのは、そ

れ条件変わってないでしょう。何でそれが途中で出てきたんですか。 

○碓永経済観光局中央卸売市場運営本部長 それは、やはりもともとつくっているものを―― 当然

事業費というのはできるだけ抑えるというのが原則だと思います。当然事業費というのは使用料

に跳ね返ってきますので、そのあたりについては現状のあるものをそのまま造るということを前

提に今回最初の計画はつくったというふうに考えております。 

○委員（西 ただす） やっぱり計画の根幹のとこが大分変わってるわけですよね。 

  やっぱりこの事業そのものは重要やいうことで、まあいうたら神戸のまちにとって、食にとっ

て大事だというふうにやられて、今の話聞いてると基本的な姿勢とか商品大事にしようとかね、
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消費者に安全なものを提供するという一番大切なところがちゃんと考えられていたのかなという

ふうに感じます。慌てて計画変更したというようなことやとどう考えても聞こえてしまうので、

やはりそこは疑問だと思うんですね。 

  それであと１点だけ、’22年の―― 重なってますけど―― さっきから答弁と―― 議論の中でも

施設が集合することによる設備の強化が見込まれていなかったと、埋立地のくいが必要だったと

いうのがよく分からないんですよね。 

  私たちは市場関係者の状況も聞いて他のやり方あるん違うかなと、そうした巨額な予算使って

埋立てもする必要ないんじゃないかということも言ってきたんです。それに対して当局としては、

いやそれでも必要なんだというふうに言われてたわけなんですけど、なぜ埋立地の問題点がその

ときには分からなかったのかなというのをお答えいただきたいのと、やっぱりここまで来ると低

めで予算だけ通して、いざとなったら上げたらいいというふうに考えてたんじゃないかとすら思

ってしまうんですけど、そこについてはいかがですか。 

○碓永経済観光局中央卸売市場運営本部長 まず埋立地の必要性ですけども、当然一旦最初は計画

の前には一定施設内の中でも検討はさせていただきましたけども、やはりただでさえ狭い本場の

中で冷蔵庫棟を建てるということは非常に物流効率化含めて市場内が非常に危なくなるというこ

とで、やはり冷蔵庫なり、また新たな付加価値ということで大規模加工場、それから買荷保管所

を持っていくということで、埋立地については皆さん御了承いただいてさせていただいたところ

でございますけども、その埋立てについても当然埋め立てますが、その後の当然建てるものの規

模によっては、当然それに対するくいを打たなければ安全性の確保ができませんので、そのあた

りは今回規模が大きくなったことに対するくいの変更だと御理解いただけたらと思います。 

  もう１点が事業費が甘かったのではないかということですけども、確かに120億という事業費

を出した段階で、先ほど言いました冷蔵庫棟とかそのあたりの積算については確かに甘かったと

いうことで前回もおわび申し上げたところでございます。 

○委員（西 ただす） 今後のことでの心配についてで最後に聞きたいんですけどね、今後の点で

いうと、１つは建設資材の高騰についてですね。事業の見直し自体が昨年の９月の段階から出て

たんですけど、その後も万博の予算が２倍になったりとか、全国的にいろいろ大きな事業になれ

ばなるほど影響が出てきてるんですけど、再度の事業費見直しなんていうことはないんでしょう

か、いかがですか。 

○碓永経済観光局中央卸売市場運営本部長 昨年もこの205億ということで事業費のほうを積算し

ましたけども、その後やはり物価高騰もございます。 

  ただ一方で、55億であった既存施設のほうですね、41億円ということで14億減させております。

これにつきましては水産仲卸・卸等のほうといろいろお話をする中で最低限必要なことはやって

いこうと、ただやはりあまり事業費をかけてやってしまうと、先ほど言いましたように使用料に

跳ね返ってくるということで、今の段階で使用料とそして施設規模、そういうものを一緒に話を

しながら進めていきましょうということで今水産仲卸・卸と話をしております。その結果、不要

であった例えば製氷棟の解体をやめるとかそういう見直しを進めていっておりますので、今後物

価高騰のある中でも絶えず事業見直しをしながら、できるだけこの205億の中で収めていきたい

というふうには事業者と共に検討していきたいと思っております。 

○委員（西 ただす） ちょっと心配になったのが205億で収めたいというとこで、そこら辺はや

っぱり自信があるんですか。 
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○碓永経済観光局中央卸売市場運営本部長 当然205億の中で収めていきたいと考えております。 

○委員（西 ただす） 今後のことでいうと、１つは冷蔵庫を使う上でスケジュールが延びたとい

うことでの流通上の問題はないのかというところが１点と、あと今私気になってたとこちょっと

言われたんですけど、事業費が上がった分どういう形で取り戻すというか、確保するのかという

問題になってくるわけですよね。 

  今聞こうとしてたのは使用料上がったりしないんですかとかね、そういったことを聞きたかっ

たんです。あるいは神戸市の持ち出しについてとか、そういったことについてはどうなんですか。 

○碓永経済観光局中央卸売市場運営本部長 まず冷蔵庫ですけども、事業者のほうは２棟ございま

して、１棟は私ども神戸市が持っております。もう１棟は中央冷蔵という民間会社が―― 第三セ

クターですけども、そちらが持って運営していますので、そことの冷蔵庫協議については一定何

とかぎりぎりもつかなという形で今運用していただいているような状況ですけども、できるだけ

一刻も早く着工して移転したいというふうには言われております。 

  事業費の回収でございますけども、当然事業費に伴って使用料の積算が出てきます。使用料と

いうのは基本的に農水産省のほうも基本的な考え方を示されておりまして、当然かかった経費を

耐用年数に基づいて回収すると、そのほか当然かかる修繕費とかそういうものも含めてというこ

とになっております。 

  ただ、国のほうは法定耐用年数ということでちょっと短い年数で回収しなさいということです

ので、実際問題今の市場も60年近く使う形になっておりますので、そういう実態に応じた耐用年

数を入れるとともに、やはり国の交付金そして西側のイオンの南側でございますけども、１期の

ときもイオンの売却益は充当させていただきましたので、それについても残りの跡地を売却する

ことの充当益を入れまして、何とか使用料については抑えていきたいと思っています。 

  ただ、機能強化を図るということですので、今のままと同じ金額ということではございません

ので、そのあたりについては先ほど言いましたように事業者と一緒になりまして、どういう整備

をして、どれだけの事業費がかかって、この使用料だからやるのかやらないのかと、また見直す

のはどうなのかということで考えているところでございます。 

○委員（西 ただす） ちょっと今やっぱり心配になったんですよね。事業者と相談する、機能強

化、よくなったからちょっと上げるという、市営住宅でもよくある話ですよね、エレベーターつ

いたから上がったとかね。やっぱりそれで利用できないような事業者が出てきては困るわけです

よね。そこについてと、あとは国の交付金というふうに言われたんですけど、これ金額が増えた

からその分交付金が多くもらえるということですか、いかがですか。 

○碓永経済観光局中央卸売市場運営本部長 国の交付金ですので、当たる場所が決まってきますの

で、それによって変わりますから、今増えるかどうかというのはちょっと難しい。逆に既存施設

を一部が抜けたことで減ってしまっている部分もございますので、これは当然これから国とのお

話―― 協議になりますので、今、額がどうなるかちょっと明確にはお答えできません。 

  もう１点、使用料の話、これからの話ですよね。皆様、当然、事業継続を前提にということで

おっしゃっていますので、そのあたりお互い情報交換をしながら進めていきたいと思っています。 

○委員（西 ただす） まとめますけども、やっぱり少し心配な面がいろいろ出てきているなとい

うふうに思うんですよね。やっぱりその金額が上がったから使用料が上がって、それによって相

談はするけどというふうに言われているんだけど、そこで事業者がどうなるのかなということも

そうですし、交付金が別に上がるわけでもないみたいな話で、それはそうかもしれません。 
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  やっぱり、それが新たな負担となって市民負担になっていく。繰り返しになりますけど、やっ

ぱり当初との計画があまりにも違い過ぎるということで、こういうことをされるともともとの計

画自身が、１回１回議論しているのが、これまた変わるん違うかという話になってしまいますか

ら、やっぱりそこはこういったことが行われるということは、やっぱり問題だなと思いました。 

  以上です。 

○委員長（山本のりかず） 報告事項について、他に御質疑はございませんか。 

  （なし） 

○委員長（山本のりかず） ないようですので、それではこの際、経済観光局の所管事項について

御質疑はございませんか。 

○委員（五島大亮） 今、中央のことでいろいろあったんですけども、その予算措置で大変な中で

はあるんですが、この計画見直しによって、令和９年に事業完了ということで、これは着実に進

めていただけたらなという中でなんですが、私がちょっとお話ししたいのは、西部市場食肉セン

ターの件でして、こっちは平成８年に完成をいたしまして、27年かな、経過をしているところに

なっています。先ほど60年使うんやみたいな話もあったんで、まだまだやないかという話ではあ

るんですけど、老朽化が進んでいるというふうには聞いております。 

  この食肉センターなんですけど、神戸にとって旗印になっている神戸ビーフ―― 但馬牛のこの

流通の拠点となっておりまして、これは機能は現状を絶対維持しつつも近隣都市との市場競争に

も負けないように、世界への輸出を見据える中で、さらなる機能の強化、それから取扱量の増加

を図るべきだと考えておりますが、いかがでしょうか。 

○碓永経済観光局中央卸売市場運営本部長 委員御指摘のとおり、西部市場につきましては平成８

年で、丸20年たっております。かなりやはり老朽化が進んできているのは事実だと思います。 

  もう１点、おっしゃっていただいたように、西部市場ですけども、去年の実績でございますけ

ども、牛で特に神戸、黒毛和牛の雌をすごく特色にしておるんですけども、こちらが約１万1,74

9頭、これを中心にやっています。豚で１万6,103頭ということで、しかもこれ前年度を上回った

実績を上げております。さらに兵庫県産の但馬牛の出荷頭数でございますけども、これちょっと

年度があれで４年の８月から５年の７月のこの１年間でございます。こちらは県内の処理施設の

中で2,600頭ということでトップを取っておりまして、１位ということでございます。そういう

意味では神戸ビーフとか但馬牛をはじめ黒毛和牛の流通拠点ということで、高く評価されている

というふうに思っております。 

  また、輸出の実績につきましても、この令和５年の４月から12月までの９か月間ですけども、

これまで最高輸出が令和３年で30トンだったんですけども、これを超えていますので、結構輸出

のほうも、今、台湾中心でございますけども、伸びているという状況でございます。 

  ただ、施設が老朽化しているというか古いということで、この処理方式で牛と豚が同時のライ

ンになってしまっているということと、設備がステンレス仕様ではないということで、輸出にお

いての輸出基準―― 欧米とかシンガポール、香港とのその基準に合っていないということで、ど

うしても輸出先が施設的なハード面から制約を受けているのは事実でございます。 

  一方、県内でも姫路の食肉センターが平成29年に建て替えられまして、こちら民間が建て替え

られたんですけども、こちらは本当に輸出型対応ということで牛だけをやっております。その中

で、管外の販売力も非常に強化されているという状況でございます。 

  また、京都市も平成30年に築49年使用した食肉センターを建て替えておりますし、大阪でも令
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和７年に築39年のセンターの建て替えを進めているという状況で、近隣の辺りが非常に輸出型の

市場に対応できる形で建て替えしてきておりますので、非常に市場間競争が厳しくなっている状

況でございます。 

  その中で、西部市場、今後とも産地から選ばれる市場として運営していくためには、やはり現

地の特色であります黒毛和牛の雌を中心に伸びておりますので、そういう市場としての特色を伸

ばすとともに、やはり御指摘のハード面での対応についても考えていく必要があると思っており

ます。 

  ただ、先ほど委員もおっしゃいましたけど、老朽化しているといってもまだ27年ということで、

他都市の施設から比べるとまだ新しい施設でございますし、平成８年に建て替えたときに100億

円程度かかっておりまして、今の物価高騰の中でこの費用がやはりかなりかかるのではないかと

いうことで、やはり今本場の再整備のほうで事業費をかけておりますので、直ちにこれに着手す

るというのは現状時点ではちょっと難しいのかなというふうに考えております。 

○委員（五島大亮） ちょっとお聞きしたいんですけど、但馬牛2,600頭の実績がありますという

ことなんですが、昔、私、先ほどＥＵ向けについては西部市場では対応できないので、鹿児島に

出しているというふうな話もお聞きしていました。そして、姫路に今回食肉センターが改修され

たので、そちらから出ることのほうが多くなっているのかなというふうには思っているんですけ

ども、姫路の最近の実績であるとか、姫路からの但馬牛―― 姫路からの但馬牛と言うとおかしい

な、輸出―― 要は但馬牛を壊して但馬牛を輸出していたり、但馬牛の中から神戸牛がこんだけあ

りましたということを輸出に回されていたりすると思うんですけれども、この辺の数字っていう

のは、今、何か資料ありますか。 

○碓永経済観光局中央卸売市場運営本部長 今、直近ではトップと言いましたけども、これ但馬牛

の中も神戸ビーフに認定されると、またちょっと数が変わってくるんですよね。神戸のほうの令

和４年の８月に2,600頭余りと言いましたけども、このときに神戸ビーフの認定が2,400頭余り。

一方、姫路もトップと言いながら2,620頭ぐらいありますので、ほぼほぼ横並び程度になってい

まして、こちらのほうが神戸ビーフの認定は2,433頭とちょっと多いんです。過去を見ますと、

令和２年、令和３年でいきますと、やはり３年でいきますと圧倒的に姫路さんのほうが多くてで

すね、そのときには約400頭弱ぐらい差がついていたということで、たまたま今回、令和４年の

８月は、神戸が何とか均衡を取れたということでございます。 

  輸出量につきまして、先ほど鹿児島のお話があったと思うんですけども、当然、私どものほう

はサンキョーミートさんというのが鹿児島にありまして、そちらのほうでやられてて、あれは特

別だったんです。基本的に神戸ビーフは基本的には県内での食肉センターで処理するということ

が原則でございますけども、当時まだ姫路がなかったということで、鹿児島のほうでやった分も

認定されて出ていったということになっております。 

  ちなみに、神戸ビーフのあれですけども、ちょっと会社単位で、今、数字が出ていないのでち

ょっと申し訳ないですけども、圧倒的に欧米では、やはり姫路さんが断トツに抜けているという

ふうに思います。ちょっと今数字があれですけど。 

○委員（五島大亮） 分かりました。かなり昔に聞いたことなので、鹿児島に出してそこから出し

ているというのは、何てもったいないことをやっているのかなというふうに思っていたところで

して、今聞いたお話だったら姫路からほとんど行っているのかなというような感覚ではあります。

また数字等がありましたら頂きたいなというふうには思っているところなんですけれども、そこ
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を考えると、兵庫県レベルで言ったら近所の姫路と競争してどうなんというところはありはする

んですけれども、それでもやっぱり先ほどおっしゃったＥＵ向けであるとか、シンガポール、香

港に出せない、当然ハラル対応もできていないのかなというふうにも思ったりしますので、ここ

の分を取りこぼしている状況で、いわゆる解体と市場機能だけじゃなくて、それに伴う物流機能

であったりとか、パッケージであったり、商品化のところの産業というのが市外に出てしまって

いるのかなというふうにはちょっと考えますので、この計画っていうのをですね、まだ27年でと

いうお話があるんですけれども、まあまあ時間がかなりかかるものではありますし、将来の話に

はなると思うんですけれども、そのあたりの市内経済の取りこぼしがないようにという面も含め

て、何となくの考え方というのは整理していったほうがいいんじゃないかなというふうには思う

んです。そこだけ勘案して、最後ひとつ答弁をお願いいたします。 

○碓永経済観光局中央卸売市場運営本部長 すみません、先ほどの頭数ですけども、圧倒的に和牛

マスター―― 姫路が多くて、いわゆる神戸ビーフだけではなしにいわゆる肉の輸出ということだ

けですけども、同じ令和４年ですけども、867頭和牛マスター、姫路さんが出されているんです

けど、神戸市は特にちょっと落ちていたときなんで、18トンというレベルなんです。そういう意

味では本当に欧米諸国も含めた多種多様なところに輸出ができるのが非常にやっぱり違うのかな

というふうに感じています。 

  先ほどおっしゃっていただいたように、確かに他都市の建て替えを見ますと、かなり、計画か

ら10年ぐらいかかってしまいますので、そういう意味で考えますと、現時点では姫路の和牛マス

ターさんの食肉センターであったりとか、京都市さんが出来上がっていますので、そちらのほう

の先進都市を見せていただきながら、後発として何かいい形でできないかというふうには勉強し

ているところでございまして、また、西部市場の中も建て替えてから変わってきています。場内

もいろいろありますので、そういう現状把握を進めている状況でございまして、そういう検討を

重ねながら進めていきたいなというふうに考えております。 

○委員（五島大亮） 最後１つだけ。姫路のお肉なんですけど、どこを使って海外に出ているかっ

て分かりますか。神戸港に戻ってきて海外に行っているのか、それとも姫路港から行っているの

か、もしくは高いから神戸空港から出ているのか。 

○碓永経済観光局中央卸売市場運営本部長 ちょっとそこまでは私も分からないんであれなんです

けども、基本的にはそういう食肉というのは―― うちの話ですけども、私どものほうはいわゆる

輸出業者、例えば伊藤ハムさんとかそういう方が輸出をされますので、私どもの整理としてはど

ういう形で流れて行っているかまでは押さえられていないのが事実なんです。 

  ですから、例えばさっき委員おっしゃったように神戸港から出ているのか、姫路からとか空港

から出ているかというところまでは、ちょっとうちのほうで調査したことはないので、一度また、

まずうちのほうで一度確認はしたいと思います。 

○委員長（山本のりかず） ほかに御質疑ある方いらっしゃるでしょうか。 

○副委員長（上畠寛弘） お願いします。 

  東灘区内の方からちょっと御相談を何回か受けていて、これ自体はそこまで神戸市の所管では

なかったんですけども、内容を言いますと、神戸市内、東灘区民の方で、事業は神戸市内でされ

ていらっしゃる方で、毎年確定申告においてしていたと。かつて相談していた民商において――

 民商という団体ですね―― 御相談に行った際には、これなかなか帳簿もつけていなかったと。

つけていなかったからどうしたらいいかという御相談をした際に、そのままちょっと丼勘定で、
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これでいいよということで、当然把握もされていらっしゃらない方がもう適当な値段で、数値で

書かれて―― 値段ではない、数値ですね―― 売上げとかも書かれて申告して、実際にそれで税が

かからなかったと。その後、私も税理士さんとかもまた全然時間がたってから御紹介して、国税

庁のＯＢの税理士も御紹介させていただいておりますので、適正な本来の税務申告というものを

知られてですね、これもう過去のことやけどどうやったんやろうかというふうな話がございまし

た。 

  そういったことで、なかなかこれは神戸市会議員として御相談されても、これは本当に税務署

にまさにこういったことがあったということを自ら言っていただくしかないんじゃないかという

ふうに申させていただいて、神戸市として何か対応というのはできないと。 

  そんな中で、灘区にある民商の元職員の方からも、いろいろ告発をいただきまして、これはユ

ーチューブでも配信もさせていただきました。これは既にこれについてオープンにはなってござ

いますけども、コロナ禍で実施された持続化給付金等の事業者向けの補助事業もございまして、

これに関して団体が不正申請に組織的かつ積極的に関わっていたというような内容の告発でござ

いました。 

  このような不正の手口、これは国の持続化給付金であるというならば、これも参議院議員のほ

うにも情報提供して、その際にも私のユーチューブチャンネルでもまさに参議院議員が生配信で

見られていましたけども、これは国会でも追及したいということと、内閣質問主意書においても

質疑等々も踏まえた様々な取組をしてくださるというお約束もいただいたんですけれども、神戸

市の家賃支援事業においても同様に行われていたということを、この元職員さんが告発をされま

した。 

  これ具体的には神戸市の家賃サポートといえば、まさにコロナ禍でお困りになっていらっしゃ

る方々がいらっしゃって、家賃サポート緊急一時金というものが、神戸市としてはあの際対応さ

れて、本当に経済観光局はじめ神戸市当局としては困っていらっしゃる中小事業者の方々のため

にされていた中で、一方でそういった不正が行われていたと。家賃の不正の内容に関して、私の

チャンネルも見ていただいたら分かるとは思うんですけども、その方が赤裸々に告白されていら

っしゃいますので。で、そもそも２回されたんかな、この家賃サポートというのは。不正発覚を

恐れてかなりこの点、２回目というよりも１回目結構そういう不正もあったというふうなことの

御発言、御証言でございました。 

  そもそも、御相談に来られる方って、言いますと、今もちょっといろいろ教えて、その後も情

報提供も頂いた中で読みますと、その元職員さんからの、賃貸契約自体がかなりうやむやな方も

多いので、賃貸契約書がそもそもなかったという方とか、そもそも対象にならない契約、例えば

事務所ではないけど、自宅―― 借家借りている方からしたら、自宅の、一応家は借りていますよ

ね、持ち家じゃなくて家は借りているから、借家やから一応家賃を払っているようなことはある

から、でも全く仕事には使っていないけども、申告では事務所として使っていることにして、家

賃を経費計上したというふうなところから、そういった契約書はあるというふうな感じで作られ

たり、そういった曖昧さをごまかすために本来の契約者ではない、要は持ち主、大家さんではな

いような方との相手先との契約書というものをあえて作ったりして、そういった情報も使って、

本来ならもらえるはずではないけどもそういった不正な申請をしているような実態があったとい

うような告発が、私のほうにもございました。 

  これ、神戸の市会議員として、当然ながらこれが神戸市の事業においてそういった不正がある
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のであるということを、元職員の方からの証言があるというのであれば、確かに元職員であるこ

とは確かでございましたので、やはりそういったことがあるのであれば、やはりそういったこと

があったのだろうというふうにやはり具体的なことも言われたから、やっぱりそこは私どもとし

ても、決算もそれこそかつて認定していますから、認定した責任としてそういったことをなおか

つ今も神戸市民の方であり、そういったことを具体的に言われるのであれば、やっぱりここはき

っちりそういった市民のそもそも税金でございますし、不正な申請がなかったかということを調

査していただかなくてはならないと思います。 

  かつても垂れ込み等々があったら、経済観光局は真摯にそれは取り組んでそういった不正発覚、

不正をきちんと、それこそ情報提供あったりしたら徹底して調査もされて、そういったことがな

いように、かなりそういったこともされていたことも存じ上げておりますけども、なかなかその

１回目とかは急いで、とにかく困っていらっしゃる方に早く届けなきゃいけないということもい

ろいろあったからこそ頑張ってくださっていたというふうにも思っておりますけども、そういっ

たことが改めてそんな証言が、コロナ収まってこの後ございましたので、この点についてきっち

り調査していただきたいなというふうに考えてございますけども、この点、経済観光局としてい

かにお考えか、御答弁をお願いします。 

○委員（西 ただす） 委員長、議事進行。 

○委員長（山本のりかず） 先に大畑局長の御答弁を聞きます。 

○大畑経済観光局長 御答弁を申し上げます。 

  今、副委員長のほうからお話ございました、我々もコロナの中で非常に困っていらっしゃる事

業者の方の事業継続を支えるという形で、様々な補助金というのを実施をしてまいりました。今、

具体的に御指摘がありましたのは、私どものほうが行いました家賃サポート緊急一時金というこ

の補助金申請に当たって不正行為があったのではないのかという御指摘というふうに受け止めま

す。 

  我々もこの補助金の申請に当たっては、この不正のない旨を申請書として提出をしていただき、

先ほどの賃貸借契約の写し、あるいは家賃を家主にきちっと払ったというその通帳の写し、ある

いは領収書の写し、それから売上げが確かに減っているという売上状況を示す書類、こういった

ことを複数の書類で整合性をチェックをしながら不正受給が絶対あってはならないという認識の

下で、我々関わっている職員もその書類の不備、あるいは不整合があるものにつきましては、追

加で資料の提出を求める、あるいは実際に現地に店舗が存在しているのかということを現地に見

に行く、こういったことも行ってまいりました。 

  それから、その調査にも応じていただけない場合には、不認定という形で行いまして、この一

定の審査基準に従いまして、我々としては適正に交付決定をしたというふうに考えてございます。 

  実際にはこの家賃のサポートの緊急一時金の場合も申請件数というのが4,200件余りございま

して、実際に認定いたしましたのは3,600件余りということで、この差の600件というものは、や

はり何か不都合がある、あるいは取下げという形ではじいたものでございます。 

  ただ、御指摘のように先ほど言いました提出書類等の写しということでございますので、この

写しの書類の偽造が行われたということになりますと、これを防ぐためにはやはり契約書の原本、

あるいは通帳の原本、こういったものと照らし合わせて確認をするということが必要になってま

いります。 

  しかしながら、コロナの状況の中でございましたので、対面の窓口によって書類を持ってきて
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いただくという方法ではなく、できるだけ早くに事業者の方の負担も少なく申請ができるという

ことで、オンラインの申請、あるいは郵送の申請という申請方法で行ってまいりました。 

  そういった意味で、原本ではなくこの写しの提出をいただくという方法を取ったわけですが、

そのときの事情に鑑みればそうせざるを得なかったというふうには考えてございます。 

  しかし、このようなコロナ禍の中での申請というこういった事情に、それを逆手に取ってと言

いますか、それを逆手に取ってこの書類の写しを偽造するという行為は、これは極めて悪質なも

のだというふうに私は考えております。 

  これまでも、先ほど副委員長からお話ございましたように、具体的な不正受給を疑わせる情報

があった場合には、個別に事実確認をし、犯罪事実が確認できたものに関しては刑事告訴を行い、

実際に逮捕に至ったケースもございます。 

  今回、お話ございましたように、組織的に書類を偽造したというようなことであれば、これは

極めて悪質なものであると私も考えてございますので、到底看過できるものではございません。

我々としてもこの不正の事実の確認のために必要な調査というのはしなければならないというふ

うに考えてございます。 

  具体的にどのような調査方法でするかという部分に関しましては、先ほど情報提供があったと

いうふうにお伺いしていますので、我々もぜひ詳しいことをお伺いをしながら、実効性のある調

査というのをしていきたいと考えてございます。（発言する者あり） 

○副委員長（上畠寛弘） 今指名されましたので、私に発言権があります。（「今ね。」の声あり） 

  今、私が指名されましたので、私に発言権があります。（「委員長。」の声あり） 

  委員長職権に基づいて議事整理をされて私を指名されましたので、私に発言権があります。私

はそのまま、今質問を続けます。よろしいですか。 

○委員長（山本のりかず） 西委員、後から。 

○副委員長（上畠寛弘） 今、質疑中ですよ。共産党は質疑を侵害するのですか。質疑権を侵害す

るんですか。私が今質問しているの、質疑が侵害されるんですか。おかしくないですか。私は今

質問中で、この答弁のやり取りの中であなたがその発言をされたら分からなくなるじゃないです

か、議事録に載ったときに。それを邪魔されるということですか。 

○委員長（山本のりかず） 西委員、後から聞きますので、ここは落ち着いて冷静に。 

○委員（西 ただす） いや、冷静…… 

○副委員長（上畠寛弘） あなたのことじゃないでしょう。 

○委員（西 ただす） 当然です。 

○副委員長（上畠寛弘） じゃあ今質疑の邪魔をしないでください。（「委員会の。」の声あり） 

  委員長、質疑の邪魔させないようにしてください。 

○委員（西 ただす） 委員会の流れ…… 

○副委員長（上畠寛弘） 流れが分からなくなるから今質疑をそのまま続行させてくれって言って

いるんですよ。 

○委員長（山本のりかず） 西委員、後から聞くので、今、上畠副委員長が質疑しているので、少

し御静粛にお願いいたします。 

○副委員長（上畠寛弘） ぜひですね、この情報提供者の方もですね、本当にるるきちんとお話も

したいと言っておりますし、まさに元職員であったからこそ、そういったことに結果的に関与し

てしまったことについても後悔もされていらっしゃいます。ただやっぱりそれはそれとして、き
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ちんと是正していただいて、市民の税金ですから、これが不正に取られているのであれば、やっ

ぱりここは正さなくてはならない。税金ですからね。本来弱者の味方であるこの制度が、そうい

った不正を行うようなものに使われているということはゆゆしき事態でございますので、この点

については、今、局長、力強い御答弁をいただきましたので、しっかりやっていただきたいと思

いますし、もう私、この件についてツイッター等においてもユーチューブにおいても、この点は

注目している旨、発信もさせてございますけども、本当に今年入ってから合計で大体700万アク

セスぐらいあるんですよ。かなりの注目をされています。まさに国会議員のほうも注目されてい

ますので、全国的規模においてもそういったことがないかということは、その国会議員も質疑を

したいというような旨でございますから、やっぱりこれは神戸市のきっちりとした取組が注目さ

れておりますので、まさに元職員が証言されていると。あとは東灘区民にそういったような税務

申告でそんな丼勘定でいいんかというような、本当に切実な願いでね、今、私の質疑を妨害をさ

れましたけども、そういうことはやっぱりやめていただきたいです。 

  そこで、多分知っていらっしゃる方ですよ、後で教えますけど。そういった方からも御相談を

受けているんです、どうしよって。だからこそ、しっかりこれはやらなあかん。切実な区民の願

いを受け止めて取り組むのが市の役目ですよね。いつもそういうこと言っている政党あるじゃな

いですか。だから切実な、私は区民の願いや区民の思いを受け止めて、しっかり追求して、そし

て税金を取り返して、本来あるべき弱者の皆様に使われるべき福祉にちゃんと回さなあかんと思

っています。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○委員（西 ただす） 今、お話があったんですけど、今の話っていうのは、あたかも確定した事

実として団体を批判する内容になっていたというふうに思うんですね。市会会議の規則第43号に

は、議員は質疑に当たって自己の意見を述べることはできないとされています。今の話は……

（発言する者あり） 

  こちらがまだ言っている途中でしょう。（発言する者あり） 

  名誉を毀損するものになると。告発やというふうに言われるんですけど、伝聞で聞いたことで、

それで団体名も出してやること自体は問題だというふうに思うんですが、いかがでしょうか。だ

からこの団体名を出すこと自身が問題だと思います。 

○委員長（山本のりかず） 当局に聞く場なんで、ここは……。 

○委員（西 ただす） いや、委員長としてこれを、この問題で質疑するということは、やっぱり

問題だと思うんですね。伝聞で特定の団体を出すということになれば、やっぱり議会のルールに

反すると思うんです。今も議会で、例えば今もね、陳情の受理について議論されていますけども、

受理の判断基準の中で特定の個人や団体等の名誉を毀損し、または信用を失墜させるおそれがあ

ることは不受理というようなことで議論されているわけですよね。それが今の議論で言うたら特

定の個人や団体等の名誉を毀損し、または信用を失墜させるおそれがある議論が行われ、だから

こそこれは議論としておかしいんじゃないかと思うんですが、いかがですか。 

○委員長（山本のりかず） 西委員、この場は神戸市に関する、経済観光局に関する事項を副委員

長が言っていますので、それはまた別の話ですので、西委員は今、当局に関する質疑をこの場で

していただけますか。 

○副委員長（上畠寛弘） 断定的にって言っていますけども、断定的に言っていないですよ。証言

を基にこういった告発があったと、私別にそれを事実として言っていませんよ。まずその証言が
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あってんやったらちゃんと調査して、ちゃんとたださなあきませんよねと。 

  今、その西委員がその陳情の基準を見直されていますというふうにおっしゃっていましたけど、

今、共産党、その陳情の見直し反対していませんか。していない。今のその見直しでいいってい

うこと。それ市会運営委員会の理事会に私、直接出席していませんけども、その陳情の見直しの

基準について、西委員はそれでよいというふうなところで、今そちらを基におっしゃられました

けど、そういうことなんですかね。 

○委員（西 ただす） そこで議論する気はないんですけど、それ自身は自民党さん自身も出され

ていることじゃないですか。（発言する者あり） 

  まだ言っている、私が質問している、言っている。だから議事の進行に関してですよ。やっぱ

り今も言われたけど、断定できないんだっていうようなことで、団体名も出してここの場で発言

するということ自身が、この委員会の規則から言っても問題があるんじゃないか。だからそうい

った形での質問は、議事進行上問題があるんじゃないかということで言っているんです。 

○副委員長（上畠寛弘） だから、断定的に言うてへんて。信憑性の高い証言であれば、当然なが

らそれを採用して、そして神戸市会議員の職権に基づいてきっちりと市政をただすというのは、

これは妥当な権限の行使だと思います。ここにおける委員会の―― その委員会規則のことを引用

されましたけども、委員会規則に違反しているかどうかの一次解釈権は委員長職権、委員長にあ

りますよ。その職権に基づいて私は質疑し、再質疑もさせていただきました。それで要は打ち切

りさせたいの、質疑やめさせたいの、自民党もそれ提案しているという、それあくまで陳情でし

ょう。陳情はそれ市民になります、市民外の人もこれ出されていますよ、陳情の話ですよね。陳

情に関してはそれは市民の皆様のことで、今、市会運営委員会のほうで、独立した市会運営委員

会でやっているわけですよ。ここも独立した経済港湾委員会で、今それ何も議会として決定して

いるわけではないですし、そもそも私は別に陳情で言っているわけ違うんですよ。神戸市会議員

として、この経済港湾委員会で市民の信託を受けて、そしてその市民の方からまさに相談を受け

て、それでやっているわけですよ。それを私としてはこの委員としての職責を果たすためにやっ

ているわけで、明らかに名誉毀損をするつもりでもないです。これに関しての構成要件を満たし

ていますか。今、名誉毀損と言ったんですか。私、構成要件満たしました。刑事的な構成要件、

民事的な構成要件を満たしたということ、どちらかですよね、名誉毀損って。どちらのことを今

おっしゃられたんですか。名誉毀損と私に言ったからにはそこまでの構成要件を満たしている旨

を判断するだけの材料があるんですよね。私も名誉毀損の裁判、幾らでもやっておりますから分

かりますけども、そのことの評価を含めて私に名誉毀損したって言ったんですね。それ自体も名

誉毀損ですよ。どうなんですか。 

○委員長（山本のりかず） 西委員、ここはあくまで経済観光局関係の所管の質疑をする場ですの

で、これはこの場で議論し合うにふさわしくありませんので、市会運営委員会、どこか別のとこ

ろでまた御提案というか発言していただければと思いますので、今はだから当局に質疑する内容

を西委員は今おっしゃっていただければ。なければ質疑はこの場で終わりたいと思いますので、

また別の場で意見があればおっしゃっていただきたいなと思います。 

  この場はあくまで経済港湾委員会の経済観光局所管の当局に対する質疑ですので、この議論を

すると時間が―― 議員間の質疑をすると時間が足りませんので、御理解いただければ幸いです。 

  当局に対する質疑でよろしいですか。 

○委員（西 ただす） 一言だけ。基本的に委員会のやっぱり進め方っていうことが御自身もここ
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では、今現に議論されていることであるんだから、そこについて問題があればそこで言うという

のがやっぱりルールだと思うんです。だからこそ私は問題だと思ってそこは質疑しました。 

  今言われたとおりであれば、議運の場である、そういったところでもまた言っていきたいとい

うふうに思います。 

  質問していなかった件があるので、それやっていいですか。 

  すみません、ほんなら当局のほうに質問したいというふうに思うんですけども、１つはこの間

議論していますけど、御影などでの高架下の商店街の支援という、商店街への問題ということな

んですね。ちょっと限定して聞きたいんですけども、阪神の高架下の耐震化に伴うということで

の出ていってくださいということが言われているわけなんですけども、神戸市自身もそれは聞い

ているんだというふうに言われたんですけど、じゃあその耐震化が必要だっていうのは、一体誰

に聞いてそうだなと判断されたのか。阪神であるのか国交省であるのか。どういった話でそこを

判断されているのかお聞かせいただきたいと思います。 

○井原経済観光局部長 阪神御影の高架下の件ですけれども、私ども阪神電鉄関連の方からも直接

お聞きをしていまして、そういった話合いの中で耐震改修工事の必要性があるというふうに我々

聞いておるところでございます。 

  以上です。 

○委員（西 ただす） 私は、国交省のほうに電話して聞いたんですね。一言で言うと歯切れが悪

かったです。はっきりしていたことは、そこで言われたことね、国交省としては阪神電鉄の線路

のどこが地震になったら危ないって指定したわけではないというふうに言われていました。耐震

化のことでの重視するべきところで、乗客数の話とかそういうことは、一般的な話はされたんで

すけど、阪神側が言ってきたようなことで耐震化の補助金をつけるということにはなるんだろう

なと言うてるんですけど、やっぱりですね、結局国としてそれを調べてということでなくて、阪

神側がこういったということで決まっている。ここの認識は間違っていませんか、お話ししたと

き。いかがですか。 

○井原経済観光局部長 阪神からは、そういう今回の耐震改修工事につきましては、国土交通省と

も話をし、そういう補助金等についての話もしているというふうに聞いてございますし、やはり

地震についてはいつ何どき起こるかも分かりませんので、早くに対応したいとい気持ちも理解す

るところでございます。 

  以上です。 

○委員（西 ただす） やっぱりそこはどういう話を聞いているのかというところが大事だと思う

んですね。前回の答弁を聞いていますと、今回、阪神電鉄として耐震改修工事ということで、こ

れは非常に重要な必要な工事であると思っているということを言われてた。今営業されている商

店街等ございます、どちらかの肩を持つことはできないというふうに言われたんですけど、一方

で商店街の大切さっていうのは大分その前に議論をしました。それも言っていただきました。で

も、どうしても耐震化が今必要なんだというふうに、だから肩を持てないというふうに言われた

んですけど、阪神にはここはこういう旅客数がおって実際にここにはそれで重量も含めてですよ

ね、ほんで人数での生命の大事さということも含めてでしょうけど、実際ここが危ないんだとい

うふうな、そういうふうな具体的なお話では聞いていないんですか。こういう基準に基づいてだ

と。 

○井原経済観光局部長 委員のおっしゃっていることとどこまでかみ合うかっていうのはあるんで
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すけれども、何分古い高架橋ですので、大地震の際に崩壊する危険性があるということで、早急

な補強が必要ということで、具体に補強の工法といたしましては、高架橋の柱の周囲に鋼板を巻

き付けるというような工法で耐震補強を行うというふうに聞いてございます。 

  私ども、そういった耐震補強の専門家ではございませんので、我々のほうでその耐震補強を判

断するとか、我々はそういったところまでは、そういった権限といいますか―― は持っていない

というふうに認識してございます。 

○委員（西 ただす） 聞いているのは、それはその何て言うんですかね、技術的なところで判断

できないということを言われているのかなと思うんですけど、その具体的な内容でここがどれぐ

らいの人の重量があってこの部分が危ないんだというような、具体のここがこうだっていうよう

な話で聞いているんですか。そこはいかがですか。 

○井原経済観光局部長 具体的にどの場所がどういうような危険があるといったことまでは聞いて

ございません。 

○委員（西 ただす） あのね、耐震化工事そのものは当然より安全なものを造ってというのは、

私もそうだと思うんです。ただ、このタイミングで結局戻ってもこれないという条件で、結局形

としては追い出しになるわけですね―― でやると、この１～２年だと、国交省の補助金が狙いや

ったら、私は本末転倒だと思いますし、やっぱり１～２年で急にやらなきゃいけないということ

自身も、やっぱりそれ神戸市としては言われているからということでしか判断ができていないと

いうふうに思うんですね。 

  そうなってきますと、前回も議論しましたけども、その商店街というもの自体の大事さという

のはよく理解している。しかし耐震化は要るんだということになってきたときにですね、実は以

前も阪神側と―― これもちょっと言いましたよね、旨水館の間で３店舗ないし４店舗ずつ工事し

ていけばお店も出ていかなくていいよねと、耐震化もできていいよねということが数年前に議論

があったということで、その話自身は阪神とも話した、聞いたんですか、話をして。それについ

てのそういうやり方があるんじゃないかという話はされたんですか。 

○井原経済観光局部長 阪神電鉄と御影市場の間の話ですけれども、これにつきましては、市場と

しては阪神電鉄との間で土地の賃貸借契約を締結し、これまで長く営業を続けてこられたという

ことでございます。ですから、今の状況につきましては、市場としても大変驚いているというこ

とは、我々もそういった気持ちも理解できるところでございます。 

  現在、その立ち退きに係ることにつきましては、訴訟が提起されていますので、そこはもう実

際にそういう裁判になっているということですので、我々としては特にその具体的にそこの内容

についてはコメントは差し控えたいというふうに思います。 

○委員（西 ただす） 結局ね、どうやったらそれぞれ市場、商店街を守れるか、それの個別の家

も含めてなんですけど、それを私は大事だと思ってきたんですけど、やっぱりそれは経済観光局

だって一緒なわけですよ。そのときに、例えばもっと言ってしまうと、耐震化の問題っていうの

は、数年どころか10年ぐらい前から話があったんですよね。そのときやっとったらもう耐震化終

わっているわけですよ、時間かけてね。そのほうがはるかに安全だということですよね。そうい

ったことを考えたときに、今回いきなり強引に出ていってくださいというのを条件でやり出した

と。それをやらへんかったら残れたはずじゃないのかという話になってくるわけですね。 

  そのときに、だからやり方自体では耐震化もできますし商店街も守れる、両方の立場でも両立

するっていうふうに思うんです。そういうふうに両立できるようにっていうふうな思いはないん



会議録（速報版） 

－41－ 

でしょうか。確認です。 

○井原経済観光局部長 御影市場の建物につきましては、高架下にありまして、いわゆる高架下の

そういった部分と建物が一体化していますので、耐震補強工事については高架下の建物の解体が

必要になるというふうに聞いております。 

  以上です。 

○委員（西 ただす） 聞いておりますですけど、だからそれ、結局阪神側の話しか聞いていない

ということを言われたようなもんです。これはもう質問しませんけど、だからもともと３～４軒

ずつずらしてできるという話を、それ阪神側と話していたんですよ。それが条件が変わったから

こんなおかしなことになっている。それしていたら、その下の工事をしてても別に全部出ていか

へんでも順繰りにできるということまで分かっているのに、それ自体がやっぱり本当の意味でこ

の働いている人たちを守るのかっていうことになると思うし、神戸市としてもそうあってほしい

というふうに思っていますので、引き続き必要なことは言っていただきたいというふうに思いま

す。 

  もう１点。次に、トーホーストアの件についてお聞きをします。 

  この間、神戸市及び未来都市機構とトーホーとのやり取りについての公文書公開を求めました。

その中で、市としても未来都市機構の姿勢も大分出てきました―― のり弁でしたけどね、分かっ

たところがありますし、こちらが言ってほしかったということも言ってもらった点もあります。 

  例えば閉店後の対応についても、後継はスーパーであってほしいという姿勢で対応されていた

ということ自体は非常によかったと思うんです。また、地域住民の利便性向上、地域コミュニテ

ィーの活性化につながる活用方策を検討していただきたいというふうにも求められていました。 

  今の段階でこういった求めていたことはどの程度達成できているというふうに思われているの

か、途中での今の評価、考えをお聞かせいただきたいんですが。 

○井原経済観光局部長 トーホーストアの件でございます。トーホーストアにつきましては、昨年

８月に店舗を閉鎖するという話がございまして、その後、神戸市としては昨年11月にトーホース

トアに対して、先ほど委員がおっしゃったような形で要望書を提出したところでございます。 

  その後、トーホーストアのほうから11月28日ですけども回答をいただきまして、雇用の確保が

最優先事項で取り組んでいるであるとか、後継テナントについても最大の活動を行うとか、そう

いったことで伺ってございます。 

  今、いろんな形でどこの店が閉店になるとか、どこどこが後継店舗がどうだというふうに随時

決まり次第トーホーさんのほうでホームページ等で発表されているところでございます。そこは

評価をどうするかというのはなかなか一概には言えないところかなというふうに思っていまして、

やはり消費者の数だけいろんな声があると思いますので、この場で私どもが今の時点でどうだと

いうのは差し控えたいと思いますが、一方で今現在もまだ後が決まっていないところについては、

努力をされているというふうに聞いていますので、期待をしたいというふうに思ってございます。 

  ちなみに、トーホーストアのほうでスーパー事業廃止を発表したのが10月の23日ですので、特

にそれ以降、いろいろそのトーホーストアさんのほうで頑張っておられるというふうに思ってご

ざいます。 

  以上です。 

○委員（西 ただす） 公開された文書を見ても、トーホーストア―― トーホーのほうの返事も後

継テナントにつきましては地域の皆さんの利便性向上や活性化につながるようにしたいというふ
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うには言われています。全部の閉鎖店舗で後継テナントが見つかるか不明ですが、最大の活動を

行ってまいりますというふうに言われているんですね。これは全部後継テナントをというふうに

私たちが求めていきたいと思うんですけど、一方で、例えばトーホーは黒字であるというふうに

も言われている。なぜ店舗を閉鎖するんだという声も出ているんだというふうなことも言われて

いるんですけど、それについてはどう思われているんですか。 

○井原経済観光局部長 それぞれの企業については、それぞれの経営戦略の下でいろんな事業を進

められていると思いますので、トーホーグループもしくはトーホーストアさんでどのような選択

をされるかというのは、やっぱりそれぞれの判断で行われているというふうに考えてございます。 

○委員（西 ただす） 今の話を聞いていると、11月21日の段階でトーホー側からの話があって―

― 28日か、やり取りして、返答を待ってということなんですけども、それ以降、大きなところ

で１月31日に神戸で閉鎖が言われていた店の一部が東灘のスーパーの系統のところが後継になっ

たとかいったことも分かっているんですけど、やっぱり局としては、様子見になっているという

ふうに思うんですけど、それについては、11月28日の後に質問したら、もうちょっとまだ時間が

ありますからというふうに言われているんですけども、やっぱり時間がたっているわけですよね。

その中でもう一回アクションとして起こして、どうですか、後継テナントのほう見つかりました

か、協力できることがあればしたいんですけどみたいな話はできないんでしょうか、いかがです

か。 

○井原経済観光局部長 先ほども申し上げましたが、11月21日に神戸市としては要望を出しまして、

28日にトーホーストアのほうから最大の努力をするというふうな回答をいただいています。その

後も、トーホーストアのほうからいろんな発表があって、例えば１月の31日付ですと、一部スー

パーに譲渡するというようなニュースも出てきていますし、今現在も努力をトーホーストアさん

のほうでされているというふうに認識をしてございます。 

○委員長（山本のりかず） 西委員に申し上げます。 

  答弁が同じような内容になっていますので、まとめてお願いいたします。 

○委員（西 ただす） この神戸の状況で言うと、コープの撤廃もあって、それこそ地域住民の利

便性向上、地域コミュニティーの衰退に結びつく状況だと思うんですね。それを回避していくに

は、やっぱりどの地域に買物ニーズがあり、どういった年齢層が住んでいるかを基に考える必要

があると思います。 

  今、神戸市自身が人口減少したらどうなるんかということはかなりいろいろ言われてて、どこ

でどういう人が住んでいるんか、あるいは交通状況も含めて調査なんかをしているわけですよね。

本来、それっていうのはまちの中で暮らす市民の生活に反映していくことが必要だと思うんです

ね。だからどこにどういうお店があったらいいかとか、そういうことも含めて、そういったこと

を研究しながら、ここはお店があって雇用の面もここの局では関係していますし、雇用の分もあ

るし、買物環境も守るためには何ができるかということも、考えていかんとあかんと思うんです

けど、そこはいかがでしょう。 

○井原経済観光局部長 店舗の出店に関する計画みたいなお話かと思いますけれども、まず１つは

食品スーパーに限らず企業が店舗出店するに当たっては、それぞれの企業がマーケティング調査

などの結果を踏まえて計画をして出店を判断されるというふうに考えてございます。その１つ１

つの判断になかなか自治体のほうで関与できるものではないというふうにも認識してございます。 

  一方で私どもとしては、地域に根差した商店街、市場に対する支援は従前からやっておりまし
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て、今後もしっかり支援させていただきたいというふうに思っています。ハードの整備もしくは

ソフトの関係、様々な面でそういう支援をさせていただいておりますけれども、やはりそこは取

りも直さず地域コミュニティーの活性化ということにもつながりますので、その点については引

き続き支援をさせていただきたいというふうに思ってございます。 

○委員（西 ただす） まとめますけど、やっぱり今神戸というまちをどうしていくのかというこ

とが大きく問われているわけですよね。人口減少もしていって、いろいろたくさん大きなものつ

くるけど人口減っているというような問題もあって、一方で身近なところの商店がなかなか大変

で、それで地域の人たちが不利益を被るという状況で、この局としても地域住民の利便性向上や

地域コミュニティーの活性化につながる、そういう活用方策を検討してほしいってトーホーのほ

うには求めているわけですから、やっぱりそういう姿勢が局としても求められるというふうに思

います。ぜひそういう立場で頑張っていただきたいなと思います。 

  以上です。 

○委員長（山本のりかず） ほかに御発言のある方いらっしゃいませんか。 

  （なし） 

○委員長（山本のりかず） 他に御発言がなければ、経済観光局関係の審査はこの程度にとどめた

いと存じます。 

  当局、どうも御苦労さまでした。 

  委員の皆様に申し上げます。 

  午前中の審査はこの程度にとどめ、この際暫時休憩いたします。 

  午後２時より再開いたします。 

   （午後０時59分休憩） 

 

   （午後２時０分再開） 

（文化スポーツ局） 

○委員長（山本のりかず） ただいまから経済港湾委員会を再開いたします。 

  これより文化スポーツ局関係の審査を行います。 

  それでは、議案２件について、一括して当局の説明を求めます。 

○宮道文化スポーツ局長 文化スポーツ局長の宮道でございます。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

  それでは、議案２件につきまして御説明申し上げます。着座にて失礼いたします。 

  お手元の経済港湾委員会資料の１ページを御覧ください。 

  予算第35号議案令和５年度神戸市一般会計補正予算のうち、文化スポーツ局関係分につきまし

て御説明申し上げます。なお、金額につきましては、１万円未満を省略して御説明いたします。 

  １歳入歳出補正予算額一覧を御覧ください。 

  表の下段、合計欄にございますように、歳入合計４億4,800万円、歳出合計４億9,557万円をそ

れぞれ増額しようとするものでございます。 

  ２歳入予算について御説明申し上げます。 

  内訳でございますが、第18款国庫支出金、第２項補助金、第11目教育費補助において１億1,50

0万円を、表の中段、第21款寄附金、第１項寄附金、第２項その他寄附において１億7,000万円を、

表の下段、第25款市債、第１項市債、第８目教育債において１億6,300万円をそれぞれ増額しよ
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うとするものでございます。 

  ３歳出予算について御説明申し上げます。 

  第３款市民費、第１項市民費、第１目職員費においては、給与改定に伴う補正のため3,000万

円を、第３目文化財費においては、旧山口邸の取得に係る国庫補助の増額措置に伴う補正として、

文化庁の補助事業において令和５年度中に補助金が増額交付される見込みとなったため２億3,00

0万円を、第９目スポーツ振興費においては、神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会の開催支援

として御寄附いただいたふるさと納税等の寄附金を神戸市市民スポーツ振興等基金へ積み立てる

ため１億7,000万円を、第２項施設整備費、第１目施設整備費においては、中央図書館照明改修

工事に伴う補正のため、6,557万円をそれぞれ増額しようとするものでございます。 

  ２ページを御覧ください。 

  ４繰越明許費について御説明申し上げます。 

  第３款市民費、第１項市民費及び第２項施設整備費において記載している11事業につきまして、

それぞれ工程調整等のため、合計21億3,238万円を令和６年度に繰り越そうとするものでござい

ます。 

  ５債務負担行為を御覧ください。 

  垂水図書館、北図書館の指定管理に係る費用について、それぞれ限度額を定めようとするもの

でございます。 

  続きまして、３ページを御覧ください。 

  第83号議案指定管理者の指定の件（神戸市立北図書館ほか）につきまして、御説明申し上げま

す。 

  本議案は、北図書館の指定管理者として、大新東グループを、垂水図書館の指定管理者として

神戸新聞・ＴＲＣグループを令和６年４月１日から令和７年３月31日までの期間、指定しようと

するものでございます。 

  ４ページ以降に参考資料を載せておりますので、後ほど御覧ください。 

  以上、議案２件につきまして御説明申し上げました。何とぞよろしく御審議のほどお願い申し

上げます。 

○委員長（山本のりかず） 当局の説明は終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  初めに、予算第35号議案令和５年度神戸市一般会計補正予算のうち文化スポーツ局の関係分に

関して御質疑はございませんか。 

○委員（西 ただす） 一言だけというか、今回も補正予算に旧山口邸が大きな割合で含まれてい

ます。この間の委員会でも山口邸の取得そのものを否定するものではないんですが、王子公園に

あった旧ハンター邸の移転と併せたものになっていたというところで、その移転にも反対の声も

ありましたし、王子公園の再整備の一環ともなっているということでもあったので、この点はや

っぱり認められないかなと思います。 

  ただ、35号議案は他局にもかかっていますので、港湾とか経済観光のところで災害対策なども

必要な事業もありましたので、全体的には賛成しようと思っています。 

  以上です。 

○委員長（山本のりかず） ほかに御質疑ある方いらっしゃるでしょうか。 

  （なし） 
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○委員長（山本のりかず） 次に、第83号議案神戸市立北図書館ほかについて、御質疑はございま

せんか。 

○委員（西 ただす） これも繰り返してきた図書館の問題ですので、質疑はしませんが、社会教

育施設として存在する図書館というものが、やはり私たちは市民サービスに対して責任を公が持

っていかなければいけないという点から、指定管理になじまないという点で賛成できないという

ことだけ表明しておきます。 

○委員長（山本のりかず） それでは、この際、文化スポーツ局の所管事項について御質疑はござ

いませんか。 

○委員（諫山大介） 神戸海軍操練所遺構についてです。港湾局のほうにも質疑をさせていただい

て、局長のほうからは保存も含めた前向きな思いをいただいたんですが、こちらですね、文化ス

ポーツ局としてはどういった形にしたいのかをお伺いいたします。 

○宮道文化スポーツ局長 午前中の審議、私どもも聞かせていただいてございまして、港湾局長か

ら文化財保全技術と活用しながら文化スポーツ局と調整していくということで、答弁がございま

した。 

  私ども、今回発掘踏査で発見されました遺構に関しては、私どもとしても神戸市の発展過程を

考える上で極めて貴重であるというふうに考えていまして、これまでも海軍操練所等の創設から

神戸開港の一丁目一番地のような場所でございますので、港湾局と諸所調整をしてまいりまして、

今後、どのような形で分かりやすい展示ができるのか、港湾局長からも答弁ございましたように、

文化財の保全技術もしくは文化財をどのように見ていただくのかという技術、そういったことを

含めて協議を進めてまいりたいと考えてございます。 

○委員（諫山大介） まず、海岸線、海岸沿いで海水が入る可能性もあるということで、保全その

ものの技術の難しさも現地の調査でお伺いしました。そして、平城京跡地みたいにだだっ広いと

ころで見せるだけではなく、どうしてもウオーターフロントの機能の一部を要する土地でもあろ

うかと思いますので、当然そこの開発と今度は保全の関わり―― 兼ね合いですね、難しいと思う

んですけども、レクチャーのときにもお伝えしたんですけど、静岡市歴史博物館は上手に現地を

見えるような形にしておりましたので、あとは建物の構造とか非常に難しいものあると思うんで

すけど、ぜひですね、港湾としての遺跡としても第１級品のものだと思いますので、敬意をもっ

て保存と観光資源の見せ方を含めて、ぜひ前向きな協議をしていただきたいと思います。最後、

お願いいたします。 

○宮道文化スポーツ局長 委員から御発言いただきましたように、見せ方ということと私どもとし

ては文化財の保全と活用というのをしっかりと考えていかなければならないというふうに思って

おります。そういう意味で、これが開発をされた後どのような形で展示がされるのかというまで

の間、若干時間的なギャップが生じようかと思います。 

  今、広報戦略部と一緒にこの海軍操練所と神戸港の歴史を広く知っていただくための映像を作

っておるところでございまして、このようなものを、例えば京町の大きな２号線を渡る手前に市

立博物館がございます。ここは１階が無料になってございますので、こういったところで流す、

神戸港の歴史を知っていただく、このようなことも含めて、しっかりと楽しみをもって展示を待

っていただけるような形を考えてまいりたいと思います。 

○委員（諫山大介） 市立博物館の件、質問のとき頭になかったんですけども、恐らくすぐそばに

ありますので、訪れた人がついそこに行ける仕掛けづくり、そのままウオーターフロントも回遊
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できると思いますので、いろいろなアイデアが広がると思いますので、ぜひよろしくお願いいた

します。 

  以上です。 

○委員長（山本のりかず） ほかに御質疑ある方いらっしゃいますでしょうか。 

○副委員長（上畠寛弘） ありがとうございます。 

  六甲アイランドの日展の御案内、今回もいただきまして、本当にこれは大変ありがたく思いま

す。宮道局長もこちら、以前、東灘区の議員団会議においても御報告いただきました。これ、向

こうの大阪において開催していた事情があっての今、一応臨時的なものだというふうには伺って

ございますけども、ぜひとも、やっぱりこの日展に対しての評価、また訪れられた方々の声を聞

いていますと、なかなかよかったというふうにも言っていただいておりますので、これ、継続し

て神戸で、そしてこの六甲アイランドでまた続ければいいなというふうな声も多く頂いてござい

ます。この点についていかがでございましょうか。 

○宮道文化スポーツ局長 ただいま、副委員長からありがたいお言葉をいただきましたが、本当に

昨年初めて―― 初めてといいますか54年ぶりに神戸で、初めて六甲アイランドで開催をさせてい

ただいた日展でございますが、私ども市を挙げて、また民間の方々、それから住民の方々と一緒

にアートフェアというような格好でも取り組んでまいりまして、そういった意味では神戸ならで

はの工夫というところで、２月、３月というと閑散期に当たるわけですけども、その間に日展だ

けで４万人を超える、アートフェアを入れますと５万人以上の方々がお越しになられたというこ

とで、一定、私どもとしては評価を自分たちでもしておるところなんですが、おっしゃっていた

だいたように、住民の方々も、今回17日の開幕がございましたが、そのときにも地域代表の方と

いろいろお話をしていたんですけども、日展自身をブランドとしながら、住民、それから行政、

それと企業の方々、交通機関、メディアなど、一緒になって島全体を盛り上げることができるの

は、大変うれしいことやということをおっしゃっていただきました。私どもとしては相手方もあ

りますし、関係者もあるところではありますが、私としては日展側が神戸でやってよかったなと

評価をしてもらえるように、まずはそういうところに一生懸命力を注いでまいりたいと考えてご

ざいます。 

○副委員長（上畠寛弘） もう文化芸術施策というのは、基礎自治体が一番できるところだと思う

んですね。特に今回のこの日展を端緒にして、様々な施策をしてくださっていらっしゃること、

よく分かってございます。若手クリエーター、芸術家の方々の参画等もすごくやってくださって

おりますので、引き続きこれが連動して日展が今後考えられることではあるんですけども、本当

に神戸でやってよかったというふうに評価されるように、ぜひとも取り組んでいただきたいと思

います。 

  マラソンのほうでございますけれども、神戸マラソンを端緒とした国際交流についてというこ

とで、台湾人ランナーの方もたくさん参加されて、以前にもこれ質疑もさせていただいたところ

で、また世界パラ陸上も開催しますから、これも踏まえてかなり国際的なスポーツ交流というの

ができていくということで、ますますこの文化スポーツ局の位置づけって大事になってくるわけ

でございますけども、以前にもお話ししましたとおり、この台湾とのマラソン、国際交流、相互

ランナーの制度とかを高雄マラソンとかをはじめとする向こうのマラソンとの連携等をやって相

互のスポーツ交流等はやっていただきたいというふうにお話させていただいておりますけども、

この点について状況はいかがか教えていただけたらと思います。 
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○檀特文化スポーツ局局長 2023の神戸マラソンでは、482人の海外ランナーが出走しました。そ

のうち台湾からは94人ということで、海外ランナーの約２割を占めているところです。 

  2023の大会では、台湾の様々なスポーツに関する情報を発信するインフルエンサー、イングリ

ット・スーさんを起用しまして、ＳＮＳで自分の練習風景でありますとか、神戸のＰＲをやって

いただきまして、神戸マラソンのＰＲを積極的にやっていただいたということで、かなり反応が

ありまして、大勢のランナーに参加いただいたわけですが、次回の2024の大会に向けた取組とし

ましては、この２月の20日―― 明日開催する、神戸観光局が主催するスポーツツーリズムの商談

会イン台湾で現地の旅行会社を対象とした神戸マラソンを含めたスポーツツーリズムにフォーカ

スした特化型の商談会を開催していただく予定です。 

  さらに、３月17日に台湾で開催される新北市萬金石マラソン―― この大会でもエキスポが３月

14日から３月16日までありますけども、そのエキスポでありますとか大会の当日、そういったと

ころで神戸マラソンのＰＲとしてポスター掲示であるとか、オリジナルグッズの配布を行う予定

です。 

  それから、海外向けのランニング専門誌ディスタンスランニング１月号に神戸マラソンの広告

掲載、例年より早めに開催の予告のＰＲを行うということで、より海外ランナーを増やしていき

たいと思っております。 

  特に台湾については、海外ランナーの参加人数の中で２番目に多いということで、それで近隣

の海外ということで、神戸マラソンに対して関心が非常に高いというふうに認識をしておりまし

て、さらに積極的にＰＲを行っていきたいというふうに考えております。 

○副委員長（上畠寛弘） ありがとうございます。もうぜひこの点についても積極的に進めていた

だきまして、もちろんスポーツ交流もそうなんですけども、それが端緒にまた神戸空港が国際化

した暁には利用して、さらにもっともっと来ていただけると思いますし、そこからまた観光等の

誘客にもつながっていくかと思いますので、本当にマラソンを求めて世界中を旅される方々って、

結構多いところでございますから、この点についてもぜひとも進めていただきたいと思いますし、

併せてこのパラ陸上ですね、もっと盛り上げなくてはならないと思いますので、この点も神戸市

内の盛り上げももちろんですけども、やっぱり各国において知っていただく、日本国内において

も知っていただくということの取組は、これは文化スポーツ局がリーダーシップを取って頑張っ

ていただきたいと思いますので、この点、台湾も含めてよろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（山本のりかず） ほかに御発言ございますでしょうか。 

  （なし） 

○委員長（山本のりかず） 他に御発言がなければ、文化スポーツ局関係の審査はこの程度にとど

めたいと存じます。 

  当局、どうも御苦労さまでした。 

  なお、委員各位におかれては、文化スポーツ局が退出するまでしばらくお待ち願います。 

 

○委員長（山本のりかず） それでは、これより意見決定を行います。 

  まず、予算第35号議案令和５年度神戸市一般会計補正予算のうち本委員会所管分について、い

かがいたしましょうか。 

  （「異議なし」の声あり） 
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○委員長（山本のりかず） それでは、本件は原案を承認することに決定いたしました。 

  次に、予算第36号議案令和５年度食肉センター事業費補正予算について、いかがいたしましょ

うか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○委員長（山本のりかず） それでは、本件は原案を承認することに決定いたしました。 

  次に、予算第43号議案令和５年度神戸市空港整備事業費補正予算について、いかがいたしまし

ょうか。 

  （「異議なし」「異議あり」の声あり） 

○委員長（山本のりかず） 原案を承認するという意見と、原案を承認しないという意見がありま

すので、これよりお諮りいたします。 

  原案を承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

  （賛成者挙手） 

○委員長（山本のりかず） 挙手多数でありますので、本件は原案を承認することに決定いたしま

した。 

  次に、予算第45号議案令和５年度神戸市港湾事業会計補正予算について、いかがいたしましょ

うか。 

  （「異議なし」「異議あり」の声あり） 

○委員長（山本のりかず） 原案を承認するという意見と、原案を承認しないという意見がありま

すので、これよりお諮りいたします。 

  原案を承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

  （賛成者挙手） 

○委員長（山本のりかず） 挙手多数でありますので、本件は原案を承認することに決定いたしま

した。 

  次に、第83号議案指定管理者の指定の件について、いかがいたしましょうか。 

  （「異議なし」「異議あり」の声あり） 

○委員長（山本のりかず） 原案を承認するという意見と、原案を承認しないという意見がありま

すので、これよりお諮りいたします。 

  原案を承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

  （賛成者挙手） 

○委員長（山本のりかず） 挙手多数でありますので、本件は原案を承認することに決定いたしま

した。 

  以上で、意見決定は終了いたしました。 

 

○委員長（山本のりかず） 本日御協議いただく事項は以上であります。 

  本日の委員会はこれをもって閉会いたします。お疲れさまでした。 

   （午後２時22分閉会） 


